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   開  会   午前９時３０分 

議長（西岡良祐君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成２５年３月第１回笠置町議会定例会第２日目を開会いたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１、議案第１９号、平成２５年度笠置町一般会計予算の件を議題

とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 皆さん、おはようございます。 

  議案第１９号、平成２５年度笠置町一般会計予算について提案理由を申し上げます。 

  平成２５年度の予算額は１３億５，９１０万円で、前年度は骨格予算であったため、対前

年度比１億３１０万円、８．２％増となっております。 

  平成２５年度の主な事業といたしましては、新システム移行費２，１０２万８，０００円、

防災マップ作成費６５０万円、鍋フェスタ実行委員会負担金４５０万円、笠置山線改良工事

８，０００万円、救急デジタル無線整備を含む相楽中部消防組合への負担金８，３０４万

４，０００円となっております。 

  主な歳入では、町税が１億６，４８２万２，０００円、地方交付税６億７，０００万円、

国庫支出金９，３１４万５，０００円、府支出金７，２１９万８，０００円及び財政調整基

金繰入金５，０００万円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願

い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続いて議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） おはようございます。 

  それでは、平成２５年度笠置町一般会計の予算について御説明申し上げます。 

  私のほうからは、歳入と歳出につきましては、議会事務局及び総務財政課の所管している

ものにつきまして御説明させていただきます。 

  本年度の予算につきましては、先ほど町長が申し上げましたとおり１３億５，９１０万円

で、前年度比で１億３１０万円、８．２％の増となっております。 

  それでは、早速ではございますけれども、歳入のほうから御説明させていただきます。 

  １２ページからお願いします。 
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  まず、町税としまして、１目個人の町民税につきまして、前年度比で１２９万

６，０００円の減、５，３９０万７，０００円となっております。要因としましては、現年

課税分の所得割及び均等割につきまして人口の減等によるものでございます。なお、調定見

込みの率につきましては９７％を見込んでおります。 

  続きまして、２目の法人でございます。前年度比で４万９，０００円減の８３４万

２，０００円を見込んでおります。これは、２４年度の状況等を勘案させていただきました。 

  続きまして、町税の固定資産税の分でございますけれども、前年度比で１２０万

７，０００円の減で、８，６９６万円を計上させていただいております。それぞれ土地、家

屋、償却資産を平均で９７％の収入見込みを立てております。減の要因としましては、地価

の下落の率等によるものでございます。 

  続きまして、１３ページの軽自動車税でございますけれども、前年度とほぼ同額の

３７０万円を計上しております。 

  続きまして、町たばこ税でございますけれども、前年度比で１１万５，０００円減の

１，１９１万３，０００円の計上となっております。これは、２４年度の実績等を勘案した

中での計上となっております。 

  続きまして、２款の地方譲与税、１目の自動車重量譲与税から、１５ページの９款地方特

定交付金、１目地方特例交付金の２５年度の予算につきましては、京都府の自治振興課の事

務通知によります率等を勘案させていただいて計上させていただいておりますので、個別の

事項につきましては説明は省略させていただきます。 

  １５ページの１０款の地方交付税でございますけれども、前年度比で１，３００万円の増、

６億７，０００万円の計上となっております。普通交付税で５億２，０００万円、特別交付

税で１億５，０００万円の計上となっております。１，３００万円の増につきましては、特

別交付税で増を見込んでおります。考え方としましては、２２年度も２３年度も１億

７，０００万円から１億６，８００万円入ってきておりますので、２５年度につきましても

１億５，０００万円を見込んでおります。 

  続きまして、１１款の分担金及び負担金の１目の民生費負担金につきまして、今年度

４７１万４，０００円、前年度比で２９万４，０００円の減となっております。この要因に

つきましては、１節の児童福祉費負担金の保育所の現年分で前年度比の２７万６，０００円

減の３０８万６，０００円となっております。 

  続きまして、１６ページをお願いします。 
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  同款の１目の住宅使用料につきましては、前年度比で４１万９，０００円減の３４１万

３，０００円の計上となっております。これは、住宅の使用料の入居者の減によるものでご

ざいます。 

  続きまして、２目の商工使用料につきましては、ほぼ昨年と同額の１２万円の計上となっ

ております。 

  衛生使用料につきましては、歯科診療所の使用料としまして８４万円の計上、総務使用料

につきましては運動公園の使用料で４６万円、それぞれ計上させていただいております。 

  続きまして、手数料関係でございますけれども、１目の総務手数料につきましては、前年

度比２２万円減額の９５万６，０００円となっております。それぞれ、戸籍住民基本台帳の

抄本の手数料等及び納税評価等証明の手数料の計上でございます。 

  衛生手数料につきましては、ほぼ昨年と同額の１，０９５万３，０００円の計上となって

おります。 

  続きまして、１７ページの１３款国庫支出金で、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金

では２，４１３万円で、前年度比で２３３万円の増となっております。この増につきまして

は、１節の社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費事業で前年度比で３８９万

８，０００円増額の１，４２０万１，０００円、及び障害児施設措置費の国庫負担金で皆増

の６６万８，０００円となっております。 

  続いて、２項の国庫補助金でございますけれども、まず、１目の衛生費国庫補助金につき

ましては、前年度比７万円増の９４万１，０００円、民生費国庫補助金につきましては、

１１１万３，０００円増額の４４５万９，０００円となっております。これは、２節の児童

福祉費補助金の子ども・子育て支援事業計画策定交付金で、皆増の８１万９，０００円が大

きな要因となっております。 

  続いて、１８ページをお願いします。 

  ２項の国庫補助金、３目の土木費国庫補助金で、昨年と同額の５，２００万円、これは笠

置山線改良工事に係ります社会資本整備交付金でございます。 

  ４目の総務費国庫補助金では１，０６４万８，０００円、前年度比で１，０３９万

８，０００円の増となっております。これにつきましては、説明欄の下段の地域の元気臨時

交付金として１，０００万円を計上しております。 

  続いて、３項の委託金で、総務費委託金につきましては、ほぼ昨年と同額の３万

９，０００円、民生費委託金につきましては、２９万４，０００円減額の９２万
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８，０００円となっております。この大きな要因としましては、人権啓発活動委託金が

２９万４，０００円減額の１２万６，０００円となっております。 

  続いて、府支出金の１項府負担金、１目民生費府負担金でございます。本年度

２，１５３万円の予算額、前年度比で３８６万円の増となっております。大きな要因としま

して、１節の社会福祉費負担金の障害者自立支援給付事業が前年度比１９４万９，０００円

増の７１０万円、及び１９ページの３節の老人福祉費負担金で、後期高齢者医療保険基盤安

定負担金が前年度比１７７万２，０００円増の６８３万５，０００円となっております。 

  続いて、２項の府補助金で、１目総務費府補助金でございます。前年度比１，０７５万円

増額の２，１１２万４，０００円となっております。大きな要因としまして、緊急雇用創出

事業臨時特例交付金８００万円が皆増となっております。それと、一番下にあります文化力

で京都を元気にする事業補助金２００万円につきましても皆増となっております。なお、文

化力で京都を元気にする事業補助金につきましては、充当は鍋フェスティバルの実行委員会

への負担金となっております。 

  続いて、２目の民生費府補助金につきましては、ほぼ昨年と同額の１，８５９万

２，０００円を計上しております。前年度比８４万３，０００円が減額でございますけれど

も、大きな要因としましては、隣保館運営等費の補助金につきまして１３０万８，０００円

減の８０８万７，０００円となっております。 

  続きまして、２０ページをお願いします。 

  ３目の衛生費府補助金につきましては、前年度比６２万９，０００円減額の８０万

５，０００円となっております。これにつきましては、２５年度から子宮頸がん等の予防の

ワクチン接種事業費の補助金が皆減となったためでございます。 

  続いて、４目の農林水産業費府補助金につきましては、５３万７，０００円増の１６９万

４，０００円となっております。この要因としましては、２１ページの農業者戸別所得補償

制度推進事業費補助金が４９万７，０００円の皆増、これは昨年度は補正対応させていただ

いた分でございます。 

  土木費府補助金につきましては、ほぼ昨年と同額の４万６，０００円の計上でございます。 

  続いて、３項の委託金で、総務費委託金につきましては、前年度比２３３万円増額の

４９９万４，０００円となっております。大きな要因としましては、３節の戸籍住民登録費

委託金につきまして１２万６，０００円、前年度に比べて増になっております。１３万

６，０００円の計上、及び５節の選挙費委託金につきまして、ことし７月に予定されており
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ます参議院議員の通常選挙に係る委託金が２４０万円の増となっております。 

  ３目の商工費委託金につきましては、前年度比で５５万６，０００円の減で３３０万

３，０００円の計上となっております。これは、説明欄にありますそれぞれの事業委託金の

府の見直しによるものでございます。 

  続いて、２２ページの財産収入の財産運用収入、利子及び配当金でございます。それぞれ

基金の利子を計上させていただいております。 

  なお、ここで、それぞれ品目の現在高について申し上げます。財政調整基金につきまして

は１億１，７００万円、ふるさと基金につきましては１億９，４００万円、減債基金が

９，０００万円、地域福祉基金が１億５００万円、土地開発基金につきましては

６，５００万円、中山間ふるさと・水と土保全基金利子につきましては１，０００万円、住

宅新築資金等事業基金につきましては６６万円、ふるさとづくり基金につきましては

１，７９４万２，０００円でございます。高度情報ネットワーク整備基金は１，６００万円

となっております。 

  続いて、財産収入の財産売払収入につきましては頭出しの１，０００円、寄附金等につき

ましても、それぞれ頭出しをさせていただいております。 

  ２３ページの繰入金の基金繰入金で、１目ふるさとづくり基金繰入金につきましては、本

年度は１７６万２，０００円を計上しております。これは桜の維持保全に係る事業費の分で

ございます。高度情報ネットワーク整備基金繰入金につきましては、支障支線の移転費に係

ります事業としまして５０万円、財政調整基金繰入金につきましては、不足分としまして

５，０００万円の計上でございます。 

  繰越金につきましては、５１１万７，０００円の計上となっております。 

  １９款の諸収入で、それぞれ延滞金、加算金及び預金利子等につきましては、昨年と同額

を計上させていただいております。 

  続いて、２４ページでございますけれども、弁償金につきましては昨年と同額を計上して

おります。 

  雑入につきましては、前年度比３９０万３，０００円減額の１億２５万９，０００円を計

上しております。要因としましては、中段にあります日本宝くじ協会交付金で４５４万

５，０００円を計上しておりますが、これはサマージャンボ分でございまして、昨年までは

オータムジャンボ分も約同額がありました。今年から凍結ということで約５００万円の減と

なっております。それと、デイサービス利用料等につきましては、２００万円増額の
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４，４１０万円を計上しております。 

  あと、１９款の諸収入の１目医療費交付金等につきましても、昨年と同額の９万

１，０００円。 

  それと、２０款の町債でございますけれども、本年度から目をそれぞれ目的別の起債の名

前に変えさせていただきました。１目の臨時財政対策債は昨年と比べまして３００万円減の

５，１００万円、総務債につきましては４８０万円階増となっております。民生債につきま

しては２３０万円、それぞれ総務債及び民生債は過疎対策事業債でございます。 

  次のページをめくっていただきまして、土木債及び消防債につきましては、それぞれ、土

木債につきましては笠置山線の改良工事事業分、消防債につきましては中部消防への負担金、

指令のデジタル無線に伴う事業費の負担金を過疎対策事業債で借り入れを予定しております。 

  以上が歳入でございます。 

  続きまして、歳出の御説明をさせていただきます。 

  なお、人件費につきましては、現在の職員及び今後の新規採用者等を踏まえて計上させて

いただいておりますので、説明は省略させていただきたいと思います。 

  それでは、議会費でございます。本年度４，８６１万５，０００円で、前年度比で

２６４万６，０００円の減となっております。これは、２節の給料で１０１万３，０００円

減額、今、育児休暇の職員がおりまして、その分の減となっております。共済費につきまし

ても１４４万４，０００円減額の１，１３４万３，０００円となっております。これは議員

共済会への負担金が大きな要因となっております。 

  以上が議会費でございます。 

  それでは、総務財政課が所管するものにつきまして、２８ページの総務費、総務管理費、

一般管理費から御説明させていただきます。 

  それでは、３１ページの７節の賃金から御説明させていただきます。今年度８６７万

１，０００円計上、前年度比で６２万６，０００円の減となっております。 

  続いて、旅費につきましては、前年度比１０万５，０００円減額の４３万２，０００円で、

１０節及び１１節、１２節につきましては、ほぼ昨年と同額程度を計上しております。 

  １３節の委託料では、前年度比３５９万７，０００円増額の２，５１８万８，０００円の

計上となっております。大きな要因としましては、冒頭、町長のほうから提案説明にありま

した３２ページの新システム移行対応作業委託として２，１０２万８，０００円を計上して

おります。これは、笠置町の基幹システムであります部分が、１８年度より運行をしており
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ましたけれども、サポートが切れるために更新が必要となり、２５年度で制度設計等を行い、

２６年度より本格稼働を行うものでございます。 

  続いて、使用料及び賃借料につきましては、ほぼ昨年と同額の５４２万７，０００円を計

上しております。 

  続いて、１９節の負担金補助及び交付金でございます。前年度比で４，８７２万

７，０００円減額の３，４５１万９，０００円となっております。これは、３３ページの下

から３つ目にあります相楽東部広域連合負担金を、２４年度までは一括でここで切っており

ましたけれども、本年度からそれぞれ目的別に応じて切るということで、総務及び民生、教

育委員会等と、また衛生のほうで、それぞれ分類して東部連合への負担金を計上させていた

だいておりますので、４，８７２万７，０００円の減となっております。 

  続いて、３４ページの財政管理費につきましては、前年度比２万７，０００円の減で

１７万２，０００円の計上となっております。 

  会計管理費につきましては、昨年と同額の７万２，０００円の計上でございます。 

  続いて、３５ページの財産管理費につきましては、本年度８８９万円、前年度と比較しま

して６０万円の減となっております。大きな要因としましては、１１節の需用費で３８万円

減の１６５万３，０００円を計上しております。これは、公用車修繕料５０万円の減が大き

な要因で、役務費につきましても前年度比で７３万４，０００円の減となっておりますけれ

ども、これは公用車の検査料の減が大きな要因となっております。それ以外につきましては、

ほぼ同額を計上しております。 

  委託料につきましては、ほぼ昨年と同額を計上させていただいて、使用料及び賃借料、

３６ページでございますけれども、その部分につきましてもほぼ同額を計上させていただい

ております。あと、１４節から２５節までの分につきましても、ほぼ昨年と同額を計上させ

ていただいております。 

  ２７節の公課費につきましては、これは車検に係る自動車の重量税を計上しております。

前年度までは役務費の検査料に含んでおりましたけれども、細かく分類をさせていただきま

した。 

  続いて、３７ページの７目の公平委員会費につきましては、昨年と同額の１万

９，０００円。 

  ３８ページの８目の交通安全対策費につきましては、前年度比２万６，０００円減の

１２万４，０００円を計上しております。 
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  続いて、９目の防災諸費でございます。前年度比８０３万９，０００円増の１，０６５万

８，０００円を計上しております。大きな要因につきましては、１３節の委託料で、防災マ

ップ作成ということで６５０万円を計上しております。これは、一昨年ぐらいから各区のほ

うで、それぞれマップ作成に当たる資料等を作成していただき、今年度、この分につきまし

て、防災マップをつくりたいというぐあいに考えております。あとのものにつきましては、

ほぼ昨年と同様のものをそれぞれ計上しております。 

  続いて、３９ページでございますけれども、徴税費の税務総務費につきましては、前年度

比５０１万５，０００円の増で１，７０９万円を計上しております。これは、人事異動によ

ります人件費が大きな要因となっております。 

  続いて、４０ページの２目の賦課徴収費では、１４３万５，０００円増の３１７万

９，０００円を計上しております。委託料では、不動産鑑定委託料としまして２３２万

８，０００円を計上させていただいております。 

  続いて、４２ページをお願いします。 

  選挙費ということで、選挙管理委員会費で、前年度とほぼ同額の２１万５，０００円の計

上となっております。 

  続いて、４３ページの２目の参議院議員選挙費につきましては、先ほど歳入で御説明させ

ていただきましたとおり、本年７月ぐらいに予定されております参議院議員選挙費の経費を

計上させていただいております。 

  続いて、４４ページでございます。 

  ５項の統計調査費ということで、１目の工業統計調査費から次のページにまたがりまして、

それぞれ計上させていただいております。今年は、１目の工業統計調査と次の４５ページの

住宅土地統計調査が調査年でございます。 

  続いて、監査委員費につきましては、昨年と同額の１３万４，０００円の計上となってお

ります。 

  続いて、ページは飛びまして、７６ページをお願いします。 

  消防費で、常備消防費としまして、前年度比３，３８７万６，０００円増の８，３０４万

４，０００円の計上となっております。これは、先ほど来申し上げております救急デジタル

無線の事業に係る負担金の増が大きな要因となっております。 

  続いて、非常備消防費につきましては、前年度比７９万１，０００円減額の８０３万

７，０００円の計上となっております。これは、昨年は操法の年でございましたので、それ
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が大きな要因となっております。 

  ７７ページの下段にあります消防施設費につきましては、ほぼ昨年と同額の計上となって

おります。 

  続いて、７８ページの水防費につきましても、昨年と同額の９万３，０００円。 

  ９款の教育費、教育総務費の教育委員会費ということで５，３０３万７，０００円を計上

しております。これは、先ほど総務管理費の一般管理費で御説明させていただきました相楽

東部広域連合の教育分の負担金としまして、５，３０７万３，０００円の計上となっており

ます。 

  ７９ページの公債費でございます。元金、利子それぞれ計上させていただいております。

元金につきましては、従来借りている起債の元金及び２３年度分の借り入れた元金等を勘案

した中での計上となっております。利子につきましても、長期債利子が１，５８９万

６，０００円と、一時借入金の利子としまして１４万６，０００円の計上となっております。 

  続いて、１１款の諸支出金から予備費につきましては、昨年と同額をそれぞれ計上させて

いただいております。 

  ８１ページ以降につきましては、それぞれ資料をつけさせていただいておりますので、よ

ろしくお願いします。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 企画観光課が所管いたします予算について御説明を申し上げま

す。 

  ３１ページをお願いいたします。 

  総務費、総務管理費、一般管理費、７節の賃金８６７万１，０００円のうち、循環バス運

転手賃金として５５５万１，０００円を計上しております。 

  次に、１１節の需用費の消耗品費２８６万４，０００円のうち、バスの時刻表用紙等々の

消耗品として３万８，０００円、そして燃料費２０４万６，０００円のうち、循環バスの燃

料費として１７０万４，０００円を計上しております。 

  続きまして、３３ページ、総務費、総務管理費、２目文書広報費１８０万５，０００円で、

対前年度４７万３，０００円の減となっております。減の主なものとしましては、使用料及

び賃借料のビデオソフト賃借料が減となっております。 

  節区分で報酬、有線放送運営委員と番組編成委員の報酬として７万７，０００円。旅費で

１万６，０００円を前年と同額で計上しております。需用費で消耗品費、収録用保存カード
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等として９万４，０００円、それと機器の修繕費として３万円を計上しております。委託料

で議場カメラ、それとスタジオ機器の保守委託料として１５１万８，０００円を計上してお

ります。 

  それと、３４ページの使用料及び賃借料で、音楽著作権使用料として６万円、負担金補助

及び交付金で、京都府広報協議会負担金１万円を前年と同額で計上しております。 

  続きまして、３７ページをお願いいたします。 

  総務費、総務管理費、企画費で１，１０２万７，０００円、対前年度４３１万

６，０００円の増となっております。この増の主なものにつきましては、鍋フェスタ実行委

員会への負担金が主なものとなっております。 

  節区分で賃金、駅無人化対策雇用賃金として４１９万１，０００円。旅費につきましては

１９万４，０００円。需用費９万１，０００円で、駅無人化対策に係るものとして消耗品費

１万６，０００円、燃料費５，０００円、光熱水費５万円、修繕料２万円を計上しておりま

す。それと役務費で、通信運搬費として、電話代、また資料送付代として１４万

７，０００円、駅のくみ取り料として１２万円を計上しております。それと、負担金補助及

び交付金で広域事務組合の負担金、また鍋フェスタ実行委員会等々の負担金として、合わせ

まして６２７万２，０００円を計上しております。 

  ３８ページをお願いします。 

  総務費、総務管理費、１０目通信施設管理費で４８７万円、対前年度とほぼ同額で計上し

ております。 

  節区分で、需用費で情報ネットワークのセンター設備の光熱水費で６８万７，０００円。

役務費で光ケーブルの電柱への添架料、これが８４万２，０００円。委託料で、行政イント

ラネット設備のセンターの保守、また定期点検として２６２万５，０００円、それと支障支

線移転につきまして５０万円を計上しております。そして、使用料及び賃借料で、切山の受

信点の土地使用料１万円と、行政イントラネットの回線使用料２０万６，０００円、前年と

同額で計上いたしております。 

  次に、少し飛びまして６８ページをお願いいたします。 

  商工費、商工費、商工総務費で５万１，０００円で、前年度とほぼ同額で計上しておりま

す。旅費で３，０００円、それと通信運搬費で４万８，０００を計上しております。 

  次に、商工振興費で３３０万３，０００円を計上しております。これにつきましては前年

度と同額で計上しております。旅費で３，０００円、負担金補助及び交付金で、笠置町商工
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会への補助金として３３０万円を計上しております。 

  それから、３目の観光費で３，８８７万１，０００円、対前年度６２０万２，０００円の

減となっております。この減の主なものといたしましては、人件費に係りますものと委託料

の見直しによる減が主なものとなっております。 

  節区分で、６９ページの７節賃金で、桜等植栽保全管理などの賃金といたしまして

１８６万６，０００円を計上しております。報償費でフォトコンテストの景品代、また、さ

くらまつり、もみじまつり等のイベントの出演報償費として１３万１，０００円を計上して

おります。旅費で１０万円。それから、需用費で桜等保全の消耗品費等で１２万円、燃料費

で１万６，０００円を計上しています。食糧費で２万４，０００円、それと光熱水費で４万

円、修繕料といたしまして、もみじ公園のライトアップ用の電球交換ということで３１万

３，０００円、合わせまして需用費５１万３，０００円で計上させていただいております。

それから、役務費で、桜保全用等の運搬費として３万円、それと自然公園トイレくみ取りと

して８万円を計上させていただいております。 

  それから、７０ページの委託料で、東海自然歩道管理委託、それと府立自然公園清掃委託

等として、合わせまして４３５万円を計上させていただいております。それから、使用料及

び賃借料で１０６万３，０００円を計上させていただいております。これはほぼ前年と同額

の計上となっております。次に原材料費で、これにつきましても桜の保全等の原材料として

１２万３，０００円を計上させていただいております。それから、負担金補助及び交付金で、

京都府観光連盟等々への負担金と、夏まつり事業、伝統的行催事への補助金並びに助成金と

して、負担金補助及び交付金で５３７万４，０００円を計上しております。 

  続きまして、４目の産業振興会館費９９４万２，０００円、対前年度１５４万

９，０００円の増となっております。増の主なものといたしましては、喫茶の椅子の修繕並

びに取りかえということで、そのものが増の主なものとなっております。 

  そして、ここでは産業会館の経費といたしまして、アルバイト賃金３４３万８，０００円、

需用費で電気代、水道代、ガス代、それと喫茶の椅子の修繕ということで３８３万

１，０００円を計上させていただいております。この椅子の修繕につきましては、ボックス

といいますか、そちらのほうの修繕となっております。 

  それと、役務費で１４９万３，０００円、使用料及び賃借料で４７万２，０００円を計上

させていただいております。それと、備品購入費で喫茶の椅子、カウンターのほうの椅子で

ございますけれども、これの購入といたしまして５７万１，０００円をそれぞれ計上させて
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いただいておるところでございます。 

  続きまして、７５ページをお願いいたします。 

  土木費、国土利用費、土地利用対策費で、前年度とほぼ同額の４万８，０００円で計上さ

せていただいております。旅費につきましては４，０００円と、需要費で消耗品費として

１万４，０００円、燃料費として３万円、合わせまして４万４，０００円計上させていただ

いております。企画観光課につきましては以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして住民課長。 

住民課長（東 達廣君） おはようございます。 

  それでは、住民課が所管しております歳出予算につきまして御説明申し上げます。 

  ページは４１ページからになります。 

  総務費、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費、本年度１，１４９万９，０００円、

対前年で３８４万６，０００円増額しております。この増額の主な事業につきましては、次

の４２ページの１８節備品購購入費３７０万円がございますが、この事業につきましては、

入れかえ後、現在の住基のシステム、ＣＳというふうに略して言うんですけれども、コミュ

ニケーションサーバーという機械の本体、電算室にある本体、それから住民課の窓口に設置

しております端末、それから不正侵入を防ぐファイヤーウオールの一式の機器の更新でござ

います。購入方法は、京都府自治体情報センターの共同調達によるものでございます。 

  続きまして、飛びますが、４６ページ中段から民生費、社会福祉費、社会福祉総務費が記

載されておりまして、まずこの中で、１節で報酬がございます。民生委員推薦会委員報酬と

いうことで、昨年から比べれば１２万円ほど伸びておって、１８万２，０００円を計上させ

ていただいているところでございますが、３年に１度の民生児童委員の一斉改選を２５年度

控えておりまして、それに伴う委員会の開催を３回見させていただいているところでござい

ます。 

  それから、あとは人件費絡みですので、ページをめくります。内容的には４８ページの

７節から、また住民課のほうに入るわけでございますが、８節の報償費につきまして若干御

説明申し上げます。８節の中で障害者相談員、昨年当初はござませんでしたが、本年度新た

に６万１，０００円。これは権限移譲と申しましょうか、京都府の事業でございまして、去

年度から町村におりてきた事業でございます。障害者の身体、それから知的、それぞれに相

談員という者を設置いたしまして、町みずからその相談事業の窓口の拡充に人を選任して当

たっていただくと、業務に当たっていただく事業をするということでございます。 
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  それから、４９ページの中で、１３節委託料の最後のほうに子ども・子育て支援事業計画

策定調査委託８１万９，０００円、これは去年に比べまして新たに計上させていただいた予

算でございます。この事業につきましては、今、上のほうで議論がされておるわけでござい

ますが、法律的には、去年の８月に可決されました子ども・子育て関連３法という法律に基

づきまして、新たに子育てに関する事業計画、施策等を含めまして、そういうものを策定す

る必要が生じましたので、策定に係る費用を計上しております。この８１万９，０００円に

つきましてはニーズ調査でございまして、簡単に言えばアンケート調査と分析等々でござい

ますが、実際の計画は２６年度に策定する予定でございます。 

  それから、５０ページにまいります。 

  特に例年と比較して説明申し上げます点で言えば、中段から下の社会福祉協議会補助

７９３万２，０００円ございますが、これは対前年３０万４，０００円。この社会福祉協議

会補助につきましては人件費相当額を補助しておりまして、定期昇給分が去年よりも上がっ

ているというふうになります。それから、遺族会活動補助１６万６，０００円、これは昨年

に比べて１１万６，０００円ふえておりますが、隔年で実施されております特別参拝事業に

つきます補助金の増でございます。 

  それから、５１ページにまいります。 

  この中で、特に中段より下のほうに相楽東部広域連合負担金（民生分）で１，３８６万

６，０００円、これは、先ほど総務財政課のほうから御説明ありました連合負担金を各部門

別に振り分けられたものでございまして、昨年と比べて皆増という予算となっております。 

  それから、２０節の扶助費にまいります。この中で特にふえたものにつきまして二、三御

説明申し上げますと、障害児（者）医療費助成９００万円、対前年では約３６０万円ほどふ

えております。これは２４年度の実績換算をしておりまして、それによる増加を見込んでい

るものでございます。 

  それから、その次の次の乳幼児医療費助成１２０万、これは、昨年、通院が拡充されまし

たことによりまして事業費全体が膨らみますので、対前年でいえば５０万円ふえるという形

になっております。 

  それから、障害者自立支援給付費２，９３６万８，０００円、これにつきましては、去年

の当初よりも９００万円ほど上昇しております。去年、障害者認定区分という３年に１度の

認定がえ業務がありまして、それに基づいて、障害者の給付業務、メニューというのが決ま

るわけですが、内容的には、やはり生活介護、端的に言えば重症の障害者の方が若干ふえた
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ことによって、生活介護の給付を受けられた内容がこの費用の増というふうになっておりま

す。また、放課後児童デイの新規利用という面も中にはあります。 

  それから、５２ページの２８節繰出金、国民健康保険特別会計繰出金１，１５６万円、こ

の金額につきましては、ほぼ昨年と同様の金額となっております。 

  それから、５３ページにまいりまして、国民年金事務費４万７，０００円、対前年でいえ

ば６万４，０００円の減になっております。これにつきましては、専用電話というものを引

いておったわけでございますが、利用頻度が少のうございまして、専用電話を廃止させてい

ただきました。 

  それから、４目の老人福祉費、本年度８，９６４万４，０００円、対前年４８７万

９，０００円の増になっております。この主な要因としましては、特別会計繰出金の増とな

っているところでございます。 

  このページで特に申し述べておきたいのは、８節の報償費２５万４，０００円、敬老会記

念品で、昨年よりも１８万円ほど減額させていただいております。これにつきましては、記

念品の対象を若干再考、精査させていただいて、減額させていただいたところでございます。 

  ５４ページにまいります。 

  ここの中で特に御説明させていただくのは、１３節の委託料の最後に外出支援サービス事

業１９２万円、対前年で３６万円ほど増額しております。やはり介護認定の方がふえるにつ

れてこの利用もふえてくると、自然増というふうなことになっております。 

  それから、２０節の扶助費、５４ページの一番最後の老人手当２７９万３，０００円、こ

れは対前年で１１万９，０００円減っております。８０歳以上というのは、特に本年度も変

わらずやらせていただくわけでございますが、年度途中等の資格者等々の変更による予算、

特に対象者が変わった、どうのこうのというのはございません。 

  それから、５５ページにまいりまして、先ほど言いました繰出金でございます。まず、介

護保険特別会計繰出金では、対前年で１６５万６，０００円増の２，９５３万２，０００円

を計上しております。それから、後期高齢者医療特別会計繰出金では３５０万円ほど昨年よ

りもふえておりまして３，９７２万円。この繰出金の増につきましては、また特別会計のほ

うで御説明申し上げますが、主な要因としましては、いずれも給付費の負担金の増加による

ものでございます。 

  それから、５目の老人福祉施設費でございます。対前年でいえば１４１万円増加の

３，９２０万２，０００円を計上させていただいているところでございますが、その主な要
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因としましては、７節の賃金２，１０１万１，０００円、その中に看護師がございます。こ

れにつきましては、対前年で１４０万円ほどふやしております。これにつきましては、今の

体制の中で整備を、安定したサービス提供を図るために、新たに常勤の看護師等を雇用させ

ていただくに当たっての増加というふうなことでございます。 

  それから、５７ページの民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。対前年でい

えば１５２万５，０００円減額の１，５３７万４，０００円を計上しておるところでござい

ますが、この主な減額の要因でございますが、昨年いろいろ変遷いたしましたが、児童手当

制度が確立いたしました。昨年は不安定な状態での予算組みかえがあったと、それの差額等

が主な要因となっております。 

  ５８ページにまいりまして、今御説明させていただきましたが、２０節扶助費の中で

１，１７６万４，０００円ございますが、そのうちの児童手当１，１５６万円、これにつき

ましては、昨年当初から見ますと１８４万５，０００円の減額となっておるところでござい

ます。 

  続きまして、２目の保育園費、対前年でいいますと３８９万２，０００円減額の

３，４０５万８，０００円の予算計上となっております。これは主に人件費の減によるもの

と考えておりまして、その他の人件費を除く経常経費につきましては、昨年より若干減とい

うふうな予算査定の中で計上させていただいたところでございます。 

  それから、６０ページの下段、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費、９２万円増額の

１，０２８万円の予算を組ませていただいたところでございますが、これも人件費に係る分

でございまして、昨年と比べて特化した事業はございません。 

  それから、６１ページの中段下から予防費に入るわけでございます。前年に比べまして

６１万６，０００円増の９２９万３，０００円の予算を計上させていただいているところで

ございます。 

  この主なものにつきましては、いろいろ要因はございますが、二、三例を挙げますと、ま

ず乳がん検診というのは、国の指針によりまして笠置町は隔年で実施しております。２年に

１度の実施となっておりまして、２５年度はその実施年度、それに伴い、かかる費用がふえ

たと。それからあと、昨年、安全なポリオワクチンが新たに提供されまして、それに伴いま

して、安全でも接種回数はふえるわけでございまして、それに係る費用あるいはワクチンの

単価が上がったというふうなことも大きな要因となっております。 

  それから、歳入のほうで総務財政課のほうから説明がありましたが、ヒブ、肺炎、子宮頸
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がんの補助金がなくなったわけでございます。この３ワクチンにつきましては任意接種でご

ざいますが、今、国のほうで定期接種に向けて議論がされておりまして、定期接種になれば

地方財政措置というふうな形で財源措置がされるということになりまして、補助金がなくな

ったところで、それに倣って予算を計上させていただいているというようなことになります。 

  ６２ページの最後に診療所費というのがあるわけでして、負担金が去年に比べまして

２１４万６，０００円増加した１，２９１万１，０００円。その理由につきましては、

６３ページの上段の負担金、それぞれ昨年に比べてふえているところでございます。負担金

の中に広域事務組合分担金（休日応急診療分）というのがございますが、これは、昨年連休

明けから開所しました、新たに相楽会館にできた休日診療所、主に児童、子供の診療と、そ

れから内科の診療をやっておるんですが、それの負担金が新たに１４７万７，０００円ふえ

たというふうなことでございます。 

  それから、介護保険費のほうでは、山城病院の老健施設の負担金を見させていただいてお

る。 

  それから、５目の環境衛生費のほうでは、住民課としましては布目川、打滝川の水質検査

をしておりまして、３万２，０００円計上させていただいておる。以前、一般質問でありま

した水質の公表につきましては、ようやくホームページに掲載させていただきましたので、

また一度ごらんいただけたらありがたいと思います。 

  それから、６３ページの中段、衛生費、清掃費、塵芥処理費でございます。昨年に比べ

９０万２，０００円増の７，７３０万３，０００円の計上をしておるところでございます。

御承知いただいておりますが、２５年度より収集・運搬、中間処理業務の一元化等によりま

して、委託料で対前年約１，４００万円の減、それから東部負担金で、昨年当初は骨格予算

でございましたが、比較いたしますと約１，５００万円の増と、そういうふうな中での増減

でございます。 

  ６４ページの衛生費、清掃費、２目のし尿処理費、これもほぼ昨年と同額でございますが、

１７万５，０００円増の４，３４５万６，０００円を計上しているところでございまして、

全体的には増減はございませんが、中でいろいろありまして、まず１９節の負担金補助及び

交付金の中で、広域事務組合分担金及びし尿処理ということで、一番上段に２，８６２万

２，０００円ございますが、これにつきましては、対前年でいえば７３万円ほど減っており

ます。しかしながら、一番下のし尿汲取業務負担金（過年度分）１０５万９，０００円につ

きましては、昨年度から実施しておりますので、対前年でいえばプラス、皆増になっており
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ます。この１０５万９，０００円といいますのは、現在、券を昨年買われて昨年に使用され

なかった券、いわゆる住民が保有されている券につきまして、ここに計上している分でござ

います。 

  それから、２３節で償還金利子及び割引料、これは広報でも周知させていただきましたが、

今、し尿くみ取り券の新券というのは、券の１枚ごとに笠置町というロゴを入れさせていた

だいています。旧券につきましては、同じ１１０円でも笠置町というロゴが入っていません。

その券の使用につきましては、この３月末までの使用ということで、一応事務的に構成市町

村統一的に取り決めをさせていただいて、それ以後に発覚した場合は、券を持っていただけ

れば換金処理をさせいただくというふうな措置を講じさせていただきます。券の業者への使

用はできませんが、お金に戻すことはできますので、その辺をお間違えのないように、また

御周知していただければありがたいかと思います。その分のお金の５万円を計上させていた

だいているところでございます。 

  それと、最後に７９ページの下段、諸支出金、老人保健医療費、医療諸費等で１１万円を

予算計上させていただいているところでございます。この項目につきましては旧老健会計の

引き続きでございまして、老健特別会計自身は後期高齢者医療制度とともに廃止されました

けれども、設置義務は２２年度で終了して老健会計を廃止させていただいたところですが、

請求に係る消滅時効というのが３年ございまして、それが終わるのが、もう既に３年ですの

で２２年度で終了していると。ただし、消滅時効自体の時効中段がかかってきて、笠置町に

今後負担金請求が出てくる可能性というものもまだ残っておりまして、それに伴うものでご

ざいます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして同和対策室長。 

同和対策室長（増田好宏君） 同和対策室の所管します歳出予算について御説明させていただ

きます。 

  それでは、４８ページをお願いします。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で、８節の報償費のうち、人権講座講師料２０万円

と町村職員合同研修会講師料２万５，０００円を計上しております。これは前年同額です。 

  １１節の需用費のうち、消耗品費３７万４，０００円のうち１９万５，０００円を計上し

ております。これにつきましては、８月の人権強調月間と、笠置町は７月ですが、１２月の

人権週間にあわせました駅頭啓発で配布します啓発物品代、これを計上しております。また、

各戸配布します年２回の人権新聞代も計上しております。 
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  ４９ページの印刷製本費で、４４万８，０００円のうち１２万６，０００円を計上してお

ります。昨年は４２万円を計上しておりましたが、これは１２月配布の人権カレンダー

８００部の費用でございまして、見積もり競争で本年の見積もりをとった中で、約３分の

１に値段が下がったと、かなり競合されたと思います。 

  次に、５２ページをお願いします。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉施設費でございます。この中で、１節報償費６万

６，０００円、これにつきましては部落差別撤廃人権擁護審議会の委員報酬を計上しており

ます。これは、人権侵害に係ります諮問機関の委員報酬でございます。 

  ７節の賃金、一般人夫賃金で２３万３，０００円、ヘルストロン指導で１５２万

４，０００円、バス運転手４万１，０００円、地域福祉事業で５８万６，０００円を計上し

ております。 

  報償費３９万４，０００円のうち、各種講座の報償としまして３５万円、これは生け花講

座と陶芸講座の講師費用でございます。給食サービスの謝礼、これにつきましては献立作成

に係ります謝礼でございます。昨年度４万８，０００円で今年度４万４，０００円。８月の

給食サービスを中止するということで、年１２回でしたが、今年度から１１回に変更になり

ました。計画しております。これは食中毒等を回避するという形で、８月の一番暑い時期に

１カ月、これを今回から中止という形で計上しております。年１１回の４万４，０００円。 

  普通旅費で３８万円、これは前年同額でございます。 

  需用費１８２万円のうち、消耗品費、これにつきましては一般事務用品から給食サービス

の消耗品等を計上しておりまして、４１万円を見ております。燃料費で１１万７，０００円、

公用車のガソリン代等でございます。食糧費で今回５２万１，０００円を見ております。前

年度は３万８，０００円。これにつきましては、前年まで原材料で給食サービスの材料費を

計上しておりましたが、本来、賄い等と同じく食糧費で計上するのが妥当ではないかという

ことで、今年度より食糧費で計上しております。これにつきましても、先ほどの説明と同じ

ように年１１回という形で、対前年度より約９万円ほど減っております。印刷製本費４万

８，０００円、前年度同様です。これにつきましてはコピー代でございます。光熱水費

６２万４，０００円、これにつきましては電気代、ガス代でございます。修繕料１０万円、

これは笠置会館内外の施設修繕料を計上しております。 

  役務費１２万円、電話代で、２４年度実績によりまして計上しております。 

  ５３ページをお願いします。 



２２ 

  浄化槽のくみ取り８万４，０００円を計上しております。 

  １３節委託料で１６万７，０００円を計上しております。これにつきましては、清掃委託

で１０万５，０００円、笠置会館の清掃で１回分を計上しております。続きまして、昨年度

までございませんでしたが、検便検査の費用としまして９，０００円を計上しております。

これにつきましては、法的には、月１回の給食をつくるということでは必要ないんですが、

何分お年寄りを対象としておりますので、やはり検便を実施するべきではないかということ

で、年２回を計上しております。８人で年２回を計上しております。 

  続きまして、使用料及び賃借料で１８万２，０００円、土地借り上げで１６万

７，０００円、これは例年計上しております地区内１カ所の駐車場の借り上げでございます。

２３８平米で平米当たり７００円で計算しております。また、使用料で駐車場及び通行料、

これにつきましては、公用車での人権集会参加等に伴います駐車場代及び高速道路の使用料

でございます。 

  原材料費２８万６，０００円、各種講座事業費ということで１８万６，０００円、これに

つきましては、陶芸教室の材料代及び生け花教室の個人負担を超える部分の材料代として計

上しております。周辺整備で１０万円、これにつきましては笠置会館の周辺を整備するため

の原材料ということで、昨年まで２０万円を計上しておりましたが、使用が少ないというこ

とで、今年度から１０万円を計上しております。 

  負担金補助及び交付金で１３７万２，０００円、人権同和教育研究集会参加の負担金で

８３万９，０００円、対前年度で２５万円ほど減っております。文化祭の補助金で２０万円、

京都府・山城隣保館協議会へ５万５，０００円、人権政策確立要求実行委員会へ４万

５，０００円、山城人権ネットワーク推進協議会へ２３万３，０００円、これは委員会の費

用のほうの通知で決定しております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） 建設産業課が所管いたします歳出の予算の御説明を申し上げま

す。 

  ６４ページをお願いいたします。一番下のあたりからです。 

  農林水産業費、農業費、農業委員会費といたしまして１６５万円を計上させていただいて

おります。内訳といたしましては、報酬、農業委員さんの報酬ですけれども９８万

４，０００円。次のページにいきまして、共済費が１万円、賃金１万７，０００円、旅費

７万７，０００円、交際費２万円、需用費が２０万円、委託料といたしまして１５万



２３ 

８，０００円、これは農地情報管理システムの保守費用でございます。使用料及び賃借料と

いたしまして４，０００円、負担金補助及び交付金といたしまして１８万円を計上させてい

ただいております。全項目につきまして前年度とほぼ同額を計上しております。 

  続きまして、農業総務費といたしまして１，１２９万円を計上させていただいております。 

  次のページをお願いいたします。この中で、９節の旅費４万８，０００円、１１節の需用

費５，０００円は、前年度の実績に基づきましてほぼ同額を計上いたしております。その他

につきましては人件費に係るものでございます。 

  次に移りまして、農業振興費５７万６，０００円を計上させていただいております。内訳

といたしましては、需用費が２３万５，０００円、負担金補助及び交付金が３４万

１，０００円でございます。前年度と異なっているところは、戸別所得補償に係る経費を前

年度につきましては補正で計上いたしておりますが、本年度からは前年度の実績に基づきま

して、当初から計上しているところでございます。 

  続きまして、農地費９万７，０００円を計上させていただいております。内訳は、賃金が

３万円、需用費が２万円でございます。前年度と同額を計上させていただいております。 

  次のページの使用料及び賃借料１万９，０００円、原材料費１万円、負担金補助及び交付

金１万８，０００円、これにつきましても前年度と同額を計上させていただいております。 

  続きまして、農林水産業費、林業費、林業総務費３万５，０００円、旅費３万円と需用費

の５，０００円でございます。前年度と同額でございます。 

  次の２目の林業振興費２４５万４，０００円計上させていただいております。内訳といた

しましては、需用費が３万９，０００円、委託料２０４万円、これは有害鳥獣捕獲への委託、

それと間伐推進の委託でございます。負担金補助及び交付金といたしまして３７万

５，０００円を計上させていただいております。この項目につきましては、委託料の一部を

見直しているほかは、ほぼ前年度と同額を計上させていただいております。 

  次のページをお願いいたします。 

  農林水産業費の林業費、林道維持費１０４万５，０００円を計上させていただいておりま

す。内訳は、賃金８万５，０００円、需用費２万円、委託料９０万円、使用料及び賃借料と

いたしまして３万７，０００円、負担金補助及び交付金３，０００円、全項目につきまして

ほぼ同額を計上させていただいております。 

  続きまして、７２ページをお願いいたします。 

  土木費、土木管理費、土木総務費３，１６５万６，０００円でございます。人件費に係る
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ものが多いんでございますが、９節旅費７万５，０００円、１１節の需用費３５万

２，０００円、１３節委託料１２万６，０００円、１４節使用料及び賃借料１万円、次のペ

ージに移りまして、負担金補助及び交付金といたしまして１９万円、人件費以外のものにつ

きましては、ほぼ前年度と同額を計上させていただいております。 

  ７３ページの真ん中から下に移りまして、土木費、道路橋梁費、２目の道路維持費といた

しまして２６２万６，０００円を計上させていただいております。内訳といたしましては、

賃金６８万６，０００円、一般人夫賃金ということになっております。次に、委託料１５万

円、使用料及び賃借料といたしまして３５万円、１５節の工事請負費は１００万円、１６節

原材料費といたしまして４４万円を計上させていただいております。この中につきまして、

工事請負費につきましては、前年比２３０万円を計上させていただいておりましたが、

１３０万円の減になっております。これにつきましては、平成２４年度からの国の大型補正

による予算になりまして、２４年度の補正予算のときに計上させていただいておりますが、

繰越予算があるためでございます。その他につきましては、ほぼ前年と同額を計上させてい

ただいております。 

  次のページをお願いいたします。 

  土木費の道路橋梁費、道路新設改良費８，０００万円を計上させていただいております。

工事請負費で笠置山線に係るものでございます。これにつきましては、現時点での要望額を

計上させていただいております。 

  続きまして、土木費、河川費、河川総務費１０万円を計上させていただいております。負

担金補助及び交付金で各種の団体の負担金でございまして、前年度の実績に基づきまして計

上をいたしております。 

  次に、河川改良費といたしまして４６万５，０００円、賃金１３万１，０００円、委託料

１０万円、使用料及び賃借料といたしまして９万円、原材料費といたしまして１４万

４，０００円でございます。これにつきましても前年度とほぼ同額でございます。 

  続きまして、土木費、都市計画費、都市計画総務費といたしまして３，０００円、これは

負担金補助及び交付金、都市計画協会への負担金でございます。前年度と同額でございます。 

  続きまして、次のページ、土木費、住宅費、住宅総務費といたしまして１万５，０００円、

これは旅費でございます。 

  ２目の住宅管理費２３１万７，０００円を計上させていただいております。内訳といたし

ましては、報酬８万３，０００円、賃金６４万４，０００円、需用費６２万円、原材料費
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８０万円、負担金補助及び交付金といたしまして１７万円を計上させていただいております。

各節ともに前年度の実績を考慮いたしまして、ほぼ同額になっておりますが、その金額を計

上させていただいております。建設産業課からは以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これより１０分間休憩いたします。 

休  憩   午前１１時００分 

再  開   午前１１時１０分 

議長（西岡良祐君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑につきましては、同一議題について３回までですので申し添えます。簡潔明瞭にお願

いいたします。 

  質疑はありませんか。西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  新年度の予算は、ごく単純に試算しますと、新しくする起債が１億１，２９０万円、返済

額が１億５，４８２万７，０００円、返済のほうが４，１９２万７，０００円多くなってお

りますが、繰越金５１１万７，０００円、基金からの繰り入れが５，２２６万２，０００円

されております。これらを比較しますと１，５４５万２，０００円歳入不足となっていて、

新年度の単年度収支は赤字となる、そういう予算を立てておられると判断しますが、それで

いいですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいまの質問でございます。 

  新年度の予算で、今、西村議員がおっしゃった歳入と歳出をそれぞれ分析された中で、数

字を報告していただきました。その中で、単年度赤字という表現がどうかはちょっと別にし

まして、確かにおっしゃるとおり、それだけの財源不足が生じたということで、基金から取

り崩しているということは、そのような解釈でいいと思います。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  私は、町の財政運営、大きく転換させなければならない時期に来ているのではないかと思

っております。税収も減り続け、基金もこれ以上崩してはいけません。資産のリストラや人

口減による過剰サービスはないのか、事業のあり方ややり方の見直しをしないといけないと

思います。ことし１年をかけて予算を執行しながらそういうのを検証していく、ことしの
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１年の義務があると私は思います。そういう財政運営をしかるべきだと思いますが、どうで

しょうか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 西村議員にお答えをいたします。 

  議員のおっしゃるとおりだと思います。しかし、我々の仕事はあくまでも住民のサービス

にあるんだという、このことだけは忘れないでいこうと思っております。非常に苦しい財政

状況下ではありますが、住民サービスを落とさないような仕事、我々は本年度の予算を組ん

だつもりでおります。いろいろと見直し、改革をする点も多々あろうかとも思いますが、私

は現在のところ、ことしはこれでいけるんだという確信を持っております。 

  本年度１年かかって、例えば子供の医療費無料化に伴います財源等についても改革を行っ

ていかなければ、見直しを行っていかなければならないだろうと、その他についても１年を

かけて見直してまいりたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 予算の削減については痛みを伴わない、そういう予算の削減が一番であ

りますけれども、これからは痛みを伴う削減もみんなで分かち合っていかなければならない、

私はそういう財政運営が必要になってくると思っております。 

  もう１点、１８ページの国庫補助金についてお聞きをします。 

  地域の元気臨時交付金１，０００万円についてのお考えをお聞きします。これは、政府は

４月から来年３月まで、地方公務員の給与を７．８％下げなさいと指導しております。それ

によって８，５００億円程度のお金が不用になると想定しております。浮かせた分は自治体

を支援するため、地域の元気づくり事業と緊急防災・減災事業などに全てを積み増します。

給料を下げない自治体には元気臨時交付金は配らない、防災・減災事業は地方債で賄うとさ

れております。当初予算に臨時交付金を計上されております。どのような見通しを立ててお

られるのか、お聞きします。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいま西村議員のほうから地域の元気臨時交付金の質問をい

ただきました。それとあわせて、国家公務員の特例法案の７．８％の話もいただきました。

あわせて答弁させていただきます。 

  まず、１点目の特例法案の地方公務員への７．８％でございます。この分が交付税全体で

４，０００億円の減になっておりますけれども、その分を元気臨時交付金という意味ではご
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ざいません。あくまで給与にかかわる削減につきましては、平成２５年度の地方交付税、普

通交付税の中で新しい品目として交付税算定されます。その算定の方法はまだ未確定ではご

ざいますけれども、あくまで国のラスパイレス指数が基準となった交付税措置がされると聞

いております。 

  本題の地域の元気臨時交付金の算出方法でございます。この算出方法につきましては、過

日の補正予算で、国の予算、建設産業課のほうの事業で合計６，１５０万円を計上させてい

ただきました。その中のハードの部分に係ります地方単独分、要は、国庫補助金の６５％を

除いた３５％の分の、基本的には８０％を元気臨時交付金として、それぞれの市町村、それ

ぞれの都道府県に配分するということになっております。ただ、全ての事業がそれに該当す

るかどうかというのは、まだ未確定なところがございまして、該当しない事業もございます。

今後３月中に、それぞれの事業の申請及び国からの通達等を待った中で、笠置町の元気臨時

交付金の算定額が、平成２５年度の当初ぐらいには限度額が出てこようかなと今の段階で考

えております。 

  今回の１，０００万円につきましては、頭出しじゃないんですけれども、若干の財源留保

は私はしていると。少し臨時元気交付金はあろうかなというぐあいに考えておりますので、

あくまで現段階では頭出し程度というぐあいに理解をしていただきたいと、そのように考え

ております。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  今年度、初めて私もこの議会で新年度予算、いろいろ精査させていただきました。確かに

財政の硬直化が進んで、総務財政課長から説明がありましたように、町税がやっぱり前年度

より減額、聞きましたら、個人が１２９万の減、ゴルフ場が４，３００万が３００万減、固

定資産税が１２０万の減、これだけ見たって、ざっと５５０万の減、それにプラスなるのは

地方交付税とか国からの交付金、それから府の交付金、本当にますます財政の硬直化が進ん

でいると思います。これからの町政、大変な中で予算を組んでおられると思いますけれども、

これらますます老人がふえ、社会保障の扶助とか、そういった部分も、今、西村議員が言っ

たように、やはり切るところは切らなあかんという方向で、これからいろんな点で議論した

いと思います。 

  まず１点、町長、この前の議会で、３月１１日に、私がたまたま去年１２月議会から初め

て出させていただいて、歳費を１万円ずつ減額するということで言いましたら、皆さん方に
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賛同いただきまして１万円を下げさせていただきました。町長はそのときに、我々が下げた

ら町長も歳費を下げるとおっしゃいました。今、補正の追加提案で出ていないんですけれど

も、町長はどういうふうに考えておられるんですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 私の給料について、前回にもその御質問をいただきました。 

  私は、先ほど総務財政課長がお答えをいたしましたように、地方公務員の給料７．８％の

減というのが７月に迫っております。この時期を見計らって、当然職員も下げるわけですか

ら、特別職も下げていくという方向でいいのではないかなと考えております。 

  私の報酬等については、報酬審議会等にも諮られるべきであろうと。私、町長就任当時に

は、報酬審議会のほうから１割カットしなさいということでしたので、ずっと１割カットを

やってまいりました。前回のそういう例もございますので、そういったことも含めて考えて

いきたいと考えています。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  ただいま、報酬審議会の意見も聞くこともあれなんですけれども、ただ、この前の議会の

ときには、我々が下げたときには下げると明言されたから言っているわけなんです。例えば、

今下げなくて、６月議会で４月からさかのぼって下げるという方法もありますけれども、そ

の点はどうですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） そういったことも含めて報酬審議会に諮ってみたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  それでは、町長、笠置町に資産の公開というと、笠置町情報公開条例とか、これは政治資

金規正法に基づく町長の資産等の公開に関する条例というのが平成７年にできております。

町長はこれをずっと公開されておられますか。例えば、あしたでも行けば見れるんですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 京都府の各市町村の首長の資産、全て公開されております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） そうじゃなしに、笠置町で見た場合に、あすでも見れるということです

かと聞いておるんです。 



２９ 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えします。 

  今、町長が申し上げましたとおり、京都府へそれぞれ報告もしておりますし、大倉議員や

ったら御承知やと思いますが、新聞にも載っていますので、当然、来られましたら、一つの

ものとして公開はさせていただきます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  それでは、町長、我々議員には交際費が当然ないんです。議長はありますけれども、町長

は交際費、今年度も載っていますけれども、それの公開は、笠置町の情報公開条例に基づく

ものとして公開されておられますか。何かされていると思うんですけれども。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ホームページ等で公開しております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それでは、次に違う件でいきます。 

  運動公園の件でいきますけれども、今年度予算で見ていましたら、歳入が使用料で４６万

円、それから歳出が委託料等で、このほかにもあるかもわかりませんが、ざっと見たところ

大体１７９万円、１８０万近い金が歳出です。そうすると１３３万６，０００円のマイナス、

赤字。 

  ただ、運動公園というのは確かに、自分らの町民の運動のためにと、１足す１が２でない

ということはわかります。しかし、ここのところがふえなければ、毎年１３３万の赤だった

ら、１０年たったらもう１，０００万何ぼするわけです。そういって考えていけば、笠置町

にも、見たら企業誘致の条例があるわけです。だから方向転換して、笠置町も運動公園を、

例えば一つの企業を誘致して固定資産税やいろんなものをいただくと。ほんで雇用も生まれ

る、そういった方法も考えたらどうかなと思うんです。 

  それともう１点、今、私は東部連合議員じゃないんですけれども、ごみ焼却場の問題も大

変なことなんですけれども、東部連合の関係でも、あのクリーンセンター、あと５年か６年

でもう終わりというか、契約の関係で聞いております。そうすると、例えばの話ですけれど

も、そういったところのクリーンセンターを持ってくるとか、いろいろ選択肢があると思う

んですけれども、できれば私は企業誘致をして、町民の雇用の関係とか税収が入る、そうい

った方向で転換されて、せっかくここに条例で、先ほど述べましたように笠置町工場誘致条
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例ですか、これは昭和６３年にできております。今までこの条例に基づいて工場誘致された

ことはありますか。 

議長（西岡良祐君） 大倉議員、今、２５年度の予算の審議をしていますので、今のような質

問は、また一般質問かそういうところでもっと具体的に質疑やってもらったらどうですか。 

３番（大倉 博君） これに関連してそういったことを言っているわけです。だから、そうい

う遊休地の利用ですから、別に関連したものですから、当然にいいのちゃいますか。 

議長（西岡良祐君） だから、運動公園の予算の面について、こういうふうにしてくれという

ことをやってください。 

３番（大倉 博君） だから、これをふやすためには企業誘致をしたらどうですかと言ってい

るわけです。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 運動公園の分については私から答えさせていただきますけれど

も、運動公園と企業誘致というのははっきり言って関係ない話。だから、大倉議員があの場

所へ企業誘致をせえという話とするならば、それはまた日を改めて一般質問でもしていただ

きたい。 

  ただ、私のほうから運動公園にかかわります収支のバランスについてお答えさせていただ

きますし、また、町長にも考え方もあろうかなと思いますけれども、まず確かに収入が歳出

を大分下回っております。議員もおっしゃったとおり、それだけでははかり知れない部分も

私もあろうと思います。あそこは老人連合会のゲートボール、またグラウンドゴルフ等も利

用されております。私は一定、その部分では町の持ち出しというのは当然ありきであるし、

今後は歳入をふやすとするならば利用料等の見直し、これは将来検討はする余地はあると考

えていますので、あくまで収支バランスだけの話というのは私は理解はできませんし、当然

その分も大倉議員さんも考えていただきたい。 

  それと、先ほど申しましたけれども、企業誘致は、その場所どうのこうのというのは、あ

の運動公園は笠置町が起債やら起こして建てたものを目的外使用はできません。そこははっ

きり申し上げておきます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それでは、使用料の増額というか、どういうふうに、それは手数料の増

額とかありますけれども、どういうふうに努力されていますか。人員をもっとしてですね。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 
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総務財政課長（田中義信君） ただいまの質問で、努力というのか、たしか昨年に、一定、グ

ラウンドの使用料見直しをさせていただきました。特に、町外から来られる方々に対しての

見直しをさせていただきました。先ほども申し上げましたとおり、また時期が来ればそれは

見直しの余地はあろうかなと、そのように考えています。 

議長（西岡良祐君） ほかに。２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  予算書案の１７ページ、１８ページ、それから５１ページには、障害者自立支援給付事業

の関係の費用と入とそれぞれついています。大分増額になっているようですが、この増額は

特に対象者がふえたと考えていいのか、それともサービス、制度の拡充があったのか、その

点まずお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ただいまの御質問でございます。５１ページの扶助費の障害児

（者）医療費助成の分でございます。これにつきましては、２４年度の実績換算で計上して

おりまして、対象者がふえたというのは若干ふえております。具体的には在宅酸素療法対象

者がふえたということになりますし、主な医療事業の対象としましては、腎不全等々の厚生

医療の費用というふうになり、その実績により対前年ではふえたというふうなことでござい

ます。 

議長（西岡良祐君） 向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  障害者関係の給付事業も含めて大分ふえているようなんですが、笠置町独自で障害者とか

障害児の助成制度というのはあるんでしょうか、お聞きします。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 障害児（者）医療には、国の補助金、府の補助金、合わせて４分の

３がついてきます。府の医療費の分につきましては、府の独自助成もされているところです。

町の単独事業という部分につきましては、府の対象医療費の所得オーバー分と、それから障

害児（者）医療でいえば、３級、４級の方を町独自で医療費助成をさせていただいていると

ころが、大きな町の独自事業ということが言えます。以上です。 

議長（西岡良祐君） 西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  先ほど町長の給与のことでお話が出ていましたけれども、私は、町長の給与は、町長個人
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または審議会で決められるべきだと思っております。今、副町長がおられない、そういう激

務の中で、そういうこともやっぱり考えるべきだと私は思っております。 

  ６４ページ、相楽東部広域連合分担金の衛生分についてお聞きをします。 

  今年度７，５６１万１，０００円計上されております。笠置町の場合、前年度は分担金は

６，０６３万８，０００円、収集運搬１，２００万円、中間処理２００万円、合わせますと

７，４６３万８，０００円になります。新年度の予算は昨年より高くなっております。 

  統一されて分担金がふえることについての考え方をお聞きをします。あわせて、分担金の

負担割合は、クリーンセンターに持ち込むごみの量の割合で決めておられるのか、お聞きを

します。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ただいまの御質問でございますが、東部広域連合で収集運搬、中間

処理の業務の一元化を図った予算としてどうなんかというふうな質問というふうに考えます。 

  分析はいろいろあります。収集運搬、今までやっていた町の事業費が、今言われたように

１，４００万円、東部広域連合の負担金にとっては対前年で１，５００万円ほど上がってい

る。プラスマイナス１００万円上がっているんじゃないかというふうなことになるんですが、

その積算につきましては、一概にそういうことにならないわけでして、起債償還の部分もあ

りますし、施設整備の部分もありますし、そういうものを総合的に換算して、昨年度当初の

予算と比べれば、単純計算すれば１００万円という差が出てきたというふうな分析ができま

す。 

  若干、数字を申し述べて混乱するかもしれませんけれども、連合の分担金総額がどうなっ

たんかというのと、その中で、じゃ笠置町の分担金はどうなったんかというところで御説明

申し上げます。 

  連合の分担金、これは３町村総合の分担金でございますが、特に収集業務一元化によって

分担金が増額されます。対前年増減でいえば６，０００万ほど増額します。ところが、施設

整備とか公債費とかは年々、今償却されておりまして、約５，０００万減額されます。全体

としては１，０００万円の連合の増額があるというふうな中です。 

  では、その１，０００万円の増額があった中で、笠置町の分担金の動向としてはどうかと

いうことでいえば、１，４８０万ほど笠置町では分担金はふえます。収集運搬の部分でふえ

ます。ところが、施設整備、公債費のほうで１，１３０万ほど減額されるというふうなこと

で、全体としては３４０万ほどの増加になっているというふうな分析がされるわけでして、
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一元化だけで比較されればそういうことになりますが、内容的にはそういうことが含まれて

いるということも承知いただければと思います。 

  分担金の方法でございますが、施設分担金につきましては、建設当初の申し合わせの割合

がございます。これが笠置町の分は２２．７％、いわゆる起債償還の部分に当たります。そ

れから普通分担金でございますが、これは人口割という部分もあります。それから収集投入

量割というのがございます。それから、今回、収集運搬一元化になりまして、これは追加提

案のほうで御議決いただく予定をしておりますが、その部分については投入量割というふう

なことで今後進むだろうと。今現在、投入量割の率につきましては２２．６％。人口割につ

きましては、その前年度で変動していきますので、投入量割もそうですけれども、人口割に

つきましては１７．５％が最新の数値でございます。 

  それから特別分担金、これはごみ袋、それからリサプラの関係の収集実績でございまして、

これは実績で負担金が決まってきますので、実費弁償相当額というふうな理解をしていただ

ければと思います。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ４番、西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 西村です。 

  この業務を移行することによって、今までの収集運搬の回数とか曜日、変更されることが

あるのかないのか、そういうことをお聞きするのと、収集運搬される業者の選定はどのよう

にされ、どのような形で決められたのか。それともう１点、業務の移行に当たり条例の改正

など必要ないのか、３点お聞きします。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） まず、１点目の収集運搬の日程変更は一切ございません。 

  それから、収集運搬業務の一元化に係りまして、それに伴う業者の選定でございますが、

今、東部広域連合のほうで業務が実施されているように聞き及んでおります。 

  それから、条例改正についてでございますが、一元化に伴って東部広域連合の規約を改正

する必要がございます。笠置町の条例じゃなしに広域連合の規約を改正する必要がございま

す。これにつきましては、追加提案ということで予定をさせていただいている。地方自治法

に基づきまして、構成町村の議決を要する案件でございますので、提案を考えております。

以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ７番、杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） ７番、杉岡でございます。 
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  私もこれを言おうとしたんですけれども、先ほど同僚議員が発言されました。運動公園の

ことなんですけれども、運動公園を使用される方はかなり喜んでおられます。整備が整って

いると、そして使用料は安いなということも喜んでおられます。そういう中において総務財

政課長が考えていると。考えていってもまだ使用される方はあると思うんで、よそから比べ

たらかなり低いということも、かなり喜んではりますので考えてください。それはもう結構

です。 

  それと、防災マップ作成６５０万、一応各区で取りまとめたものを本にされるんか、本に

されたら各戸に配布されるんか。それは、そういう考えの中で大体いつごろそういう製品が

できるんか、ちょっと教えてください。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいま防災マップの関係のことでご質問をいただきました。

現段階でのあくまでも考え方ということで、御承知おきをお願いしたいと思います。 

  まず１点目、本じゃなしに１枚物の地図的なもので考えております。その中で、これも区

長さんと協議をさせていただきたいと思うんですけれども、例えば、笠置町の全体の部分を

表面にして各区のやつを裏面にするか、そういう部分も踏まえて、また時期的なことも踏ま

えて、せっかく各区長さんのほうからいろいろ資料をいただきましたので、こういうものを

うちとしてはつくりたいね、こういう考え方でいきますということを、４月以降に各区長さ

んに御相談を申し上げた中で順次進めたいと思っておりますので、この梅雨時分には間に合

わないと思いますけれども、できる限り区長さんとの調整が調い次第、また発注のほうに向

けて進みたいと考えております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） 各区長の取り組みで、過去に災害があった歴史的なものも書いていると

思うんです。だから、そういうことを各区において明細にそれを添付されていると思うんで

す。それも展示されるんですか、その中に。そういうものを、昔こういう災害があった、今

現在忘れられているという見直しの点も踏まえた中で、そういうことをやっていただきたい。

時間的にはあると思うんで、早急にできる限り早くやっていただきたい。 

  それと、戸別の受信器、これも予算が上がっているんですけれども、これも毎年同じこと

を誰かが言っているという感じになるんですけれども、もうかなり古くなってきている経過

もあるんです。そういう中で、故障している機械等については入れかえ等をなされると思う

んですけれども、１年間、故障ないし入れかえ等について何件ぐらいございますか。 
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議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいまの質問でございますけれども、防災無線の戸別受信機

が１年間にどれぐらいの故障が出てくるかということですけれども、はっきりこの個数とい

うのは把握はしておりませんけれども、毎年予算の中で２０台、またプラスアルファ２０台、

４０台ぐらいは見させていただいております。よって、大体それぐらいの故障が生じて入れ

かえをさせていただいていると、そういうことでございます。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） そうすると、笠置町において古い機械と新しい機械の入れかえ、半々ぐ

らいですか。それとも新しい機械のほうが多いんですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） はっきりとわかりませんけれども、もう半分ぐらいには近づい

てきているかなというぐあいに考えております。ただ、新しい機械でも故障が生じて、新し

い機械が２台目ということもあります。よって、こういう言い方をしたらあれかわかりませ

んけれども、やっぱり機械というのは当たり外れがあるんかなと、そういう感じではおりま

すけれども。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） 年寄りの一人住まいとか、そういう感じが今ふえてきています。そうい

うところを町が把握されていると思うんで、たまには出向いて、防災無線が正常に動いてい

るかどうか、また点検のほうをよろしくお願いしておきます。 

  それと、これも出ていると思うんですけれども、４０ページ、委託料、不動産鑑定委託料

２３２万８，０００円、この不動産鑑定はどういう鑑定をなされているんですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいま質問いただきました税務の賦課徴収費の委託料でござ

います。 

  不動産鑑定ということで、２００万強のやつを見させていただいております。これは、今

回を見る委託料でございましたら２６年の評価の算出をする一つの基準として、それぞれ笠

置町には標準宅地、また標準地等々が十何カ所ございます。それぞれの価額を出すに当たっ

て、近隣町村の売買実例やら、また地価の動向等を十分調査した中での鑑定をしていただき

ます。プラスアルファ、１筆、それぞれ賦課するに当たり、それぞれの持っていただいてい

る資産の分について、１．０じゃなしに、土地の形状等々によって補正計数をかましていか
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なあきません。そういう部分を踏まえて、全て鑑定をしていただいているというぐあいに理

解をしていただきたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） 鑑定をしていただくのは結構なんですけれども、そうすると笠置町全体

を見回して、仮に北笠置駅の近く、トンネルから向こう、それの鑑定はどれぐらいの差があ

るんですか。土地価格の鑑定、それをちょっと聞きたいんです。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 今のは、あくまで鑑定価格、評価額の差がどれぐらいあるかと

いうことでいいんですか。ちょっとはっきりと数値は持ち合わせておりませんけれども、宅

地でしたら７，０００円か６，０００円ぐらいの差はあると思います。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） ７，０００円か６，０００円かの差ぐらいしかないんですか。それによ

っては、また多少建物自体が変わってくるということもあるんですか。わかりました。 

  それで、もう１点だけお聞きしたいんです。５３ページ、老人福祉費の敬老会記念品、こ

れは私、２回ほど行かせていただきました。この記念品の物自体は大いに結構なんです。と

ころが、品物自体がちょっと大き過ぎるんじゃないかと。付き添いはおられると思うんです

が、８０ぐらいの人、背丈ぐらいの、あれは何が入っているのかわからへんけれども、それ

が喜んでおられたらそれでいいんですけれども、あれじゃなしに、もうちょっとかさが低く、

高価なものを、高価と言うたらおかしいけれども、それぐらいのものにしたらどうですか。

この前から、ちょっと大きいなと、ひょっとして１人で来てはったらどうするんかなという

思いもしたんです。そこのところはどうですか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ただいまの御意見でございますが、担当課としましては、喜んでい

ただいている声というのもお聞きするところですが、おっしゃられましたとおり言われる方

もおられます。来られていない方については、福祉関係の方がそのお家にお持ちさせていた

だいているというのも実態でございます。 

  品物の内容につきましては、また検討させてもらいます。十分意見をお聞きさせていただ

いて、反映させていただけたらと思います。 

議長（西岡良祐君） ５番、瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） ５番議員、瀧口です。 
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  まず１点お聞きします。町税収入１億６，４８２万に対して、徴税費２，０２７万

９，０００円と上がっておりますが、この比率を考えたとき、１２％を徴税することに使っ

ていることになるんですが、これが適正な徴税の率で、普通はどのようなものなのか、まず

お聞きしたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいま質問いただきました町税と賦課徴収費の割合というん

ですか、兼ね合いの話だと思うんですけれども、あくまで基本的なことを申し上げさせてい

ただきたいと思います。 

  町税とか普通交付税とかにつきましては、一般財源ということで、どこへ振り分けて何％

ぐらいが適当かというのがなかなかないんです。よって、まず交付税の算出の仕方としまし

て、例えば笠置町で１０億ぐらいのお金がかかりますよと、そのうち町税等の分について

２億ぐらいしか入ってきませんよとなったときに、８億が普通交付税になるわけです。 

  よって、全体的な１０億の中で割り振りをしていくという部分で、全体的な率でいえば徴

税費のほうがそれの率で正しいのかどうかというのは、はっきり申し上げまして、笠置町の

職員の人数等々を勘案させていただくとするならば、一概にその率というのが当てはまらな

いと、そのように考えております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） ５番、瀧口です。 

  税に対しては、質問は以上で終わります。 

  １９ページ、府支出金のほうでちょっとお聞きしたいことがございます。個別に質問させ

ていただきます。 

  まず、１点、前年度、平成２４年度の予算執行の中で、このページには載っておらんので

すけれども、２４年度の支出の中で電源立地地域対策補助金４４０万円と上がっております

が、これはどのようなことをなされたのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えさせていただきます。 

  電源立地補助金につきましては、笠置町には布目発電所がございます。その水力発電所の

周辺市町村に対する交付金が頭打ちで４４０万円程度あるわけでございます。今年度につき

ましても、当初予算では計上しておりませんけれども、充当事業等、どのような事業をする

かによって補正で対応はさせていただく予定にしております。以上でございます。 
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議長（西岡良祐君） 瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） わかりました。 

  その事業の後半、文化力で京都を元気にする事業補助金というのを本年度は２００万頂戴

しておるわけでございますが、前年度が５９０万出ておりました。これの使い道と、本年度

はなぜこのぐらいに減ったんかということをあわせてお聞きしたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えしたいと思います。 

  文化力で京都を元気にする事業補助金といいますのは、国民文化祭が平成２３年度で、そ

のときには京都府から国民文化祭に対して全額補助いただいていました。それで、京都府の

ほうにおかれましては、国民文化祭を一過性のものにするのではなくて、継続的に地域の特

色あるものを実施する事業に対しまして、国民文化祭後、平成２４年度から頭打ち２００万

という中で、新しく補助として新設をしていただいたもので、これにつきましては鍋フェス

タに活用する予定でございます。以上です。 

議長（西岡良祐君） 瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） 続きまして、同じ項の関連質問なんですけれども、前年度、市町村未来

づくり交付金というのがほぼ２，０００万円計上されておりまして、ことしは９９０万円で

すか、ほぼ１，０００万近く減額になっておりますが、これもあわせまして、使い道並びに

なぜ減額になったのかということをお尋ねしたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えさせていただきます。 

  市町村未来づくり交付金、今年度につきましては、みらい戦略一括交付金として９９０万

計上しております。これは、未来づくり交付金の中に２つございまして、まず１本は、均等

割的というんですか、言い方は語弊がありますけれども、各町村でこれぐらいありますよと、

ある程度固まった金額があります。それが９９０万。あと不足、昨年でいえば１，０００万

ほど違うというのは、これは行財政改革をやったものに対して交付金がおりる。これは、昨

年１，０００万弱あったかなと思いますけれども、その分と合わせて約２，０００万という

ことを理解していただきたいと思います。 

  それと、充当事業でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、行財政改革の分

につきましては行財政改革を推進した事業等に充てます。一般のみらい戦略一括交付金等に

つきましては、今でしたら防災関係等に充当しているというのが主な要因でございます。以
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上でございます。 

議長（西岡良祐君） 瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） ４点目なんですけれども、申しわけないですけれども、もう１点だけこ

の項でお聞きしたいんですけれども、耐震補助金の問題について質問させていただきます。 

  耐震診断事業費補助金が２万４，０００円、それから耐震改修事業費補助金が１２０万円

出ておりますが、２万４，０００円、これがえらい少ないなという感じで、それは置いてお

きまして、耐震改修事業費補助金１２０万円出ておりますが、これは普通一般家庭の木造住

宅に対するものなんでしょうか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいまの質問でございます。 

  議員ご指摘のとおり、これはあくまで個人の一般家庭にかかわります改修事業に係る補助

金でございます。ちなみに、耐震診断と改修事業が一体性がございまして、耐震診断の金額

が事業費で４万８，０００円で、そのうちの２分の１が国庫がつきます。府の補助金が４分

の１、町の持ち出しが４分の１ということでございます。国庫が２分の１、府が４分の１で

ございます。それと、耐震改修につきましては、国庫補助金は９０万円の基本額に対して

４分の１、府の補助金につきましては２分の１がそれぞれつきます。よって、４分の１が町

の持ち出しということでございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） 今お聞きした４分の１の額はわかるんですけれども、１２０万予算が出

ておりますけれども、例えば業者さんに見積もりを頼んで、あんたのところ１００万円要り

ますよと言われたとき、１２０万の予算はついておりますけれども、例えば１００万円の改

修額がかかるとなると、個人負担はそれで計算したら幾らになるんでしょうか、大体。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） すみません。説明不足で申しわけございませんでした。 

  府の補助金の耐震改修事業費補助金１２０万でございます。これは一般の改修が先ほど言

いました９０万の２件分と、簡易改修の３０万の２件で、それぞれ補助率が２分の１で掛け

ております。よって、例えば個人の方で１００万円の改修が必要ですとなった場合は、

９０万まではそれぞれ国、府、町で出して、１０万が個人持ちということになっております。

以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これより暫時休憩します。 
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休  憩   午後０時０４分 

再  開   午後１時００分 

議長（西岡良祐君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

  質疑。６番、石田春子さん。 

６番（石田春子君） ６番、石田です。 

  二、三お聞きしたいと思います。 

  地方交付税は２５年度には６億７，０００万を組んでおりますが、今度職員の給料の関係

で減額されるようになっておりますけれども、これで確保できるのか、それをお聞きしたい

と思います。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいま質問いただきました交付税の関係でございます。 

  当初予算の説明のときに話しさせていただきました。普通交付税については５億

２，０００万を見込んでおります。これは前年度同額でございまして、実際、２４年度には

５億５，０００万強を交付税としていただいておりますので、幾らかはまだ財源留保できて

いるかなというぐあいに思います。 

  地方交付税の部分の削減につきましては、午前中、西村議員のほうからも話がありました。

当初７，０００億円、これは４月から職員を７．８％した場合は７，０００億円という試算

をされておりましたけれども、７月以降とするならば４，０００億円の減額と試算されてお

ります。ただ、削減はその部分でございまして、これから各市町村がどのような対応をする

か、全てが国の基準どおりになるのか、それともラスパイレス指数をもとにするのか、これ

は今後の議論になろうかなと思います。よって、交付税では大きな差は出てこない、大きな

減額にはならないというぐあいに私のほうでは考えておりますので、十分これで賄っていけ

ます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 石田春子さん。 

６番（石田春子君） ６番、石田です。 

  賄っていけそうやったら、もうそれで結構です。 

  次に、財政調整基金が５，０００万円出ておりますけれども、ほかの基金の残高の報告を

お願いします。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 今質問いただきましたそれぞれの基金の残高ということでござ
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います。先ほど当初予算の説明の際に説明をさせていただきましたけれども、再度繰り返し

て基金残高を申し上げます。 

  財政調整基金の現在高は１億１，７００万円。それだけでよろしいですか。ほかの基金は

よろしいですか。 

（「わかれば教えてください」と言う者あり） 

総務財政課長（田中義信君） ふるさと基金が１億９，４００万円、減債基金が９，０００万

円、地域福祉基金が１億５００万円、土地開発基金が６，５００万円、中山間ふるさと・水

と土保全基金が１，０００万円、住宅新築資金等事業基金は６６万円、ふるさとづくり基金

が１，７９４万２，０００円、高度情報ネットワーク整備基金が１，６００万円です。以上

でございます。 

議長（西岡良祐君） 石田春子さん。 

６番（石田春子君） ありがとうございます。 

  ７０ページの駐車場の件で町長にお聞きしますけれども、１００万円のところでございま

すけれども、今、１年が経過しまして、今交渉中とおっしゃいましたから、今はどうなって

いるのかお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 駐車場、現在の南部区の駐車場だけではございません。ほかの駐車場も

含めてでございますが、自動更新という形で更新になりました。前回の議会の話で、持ち主

との話し合いを持たせていただきまして、その結果、やはり笠置町という場所自体、土地の

少ないところですので、やはりこれからの活性化を図っていくためにはどうしても必要な場

所であるということから、お借りすることになりました。以上です。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） ６番、石田です。 

  そしたらそのようにおっしゃってくれたらよろしいのに、この前も尋ねたら、まだ交渉中

とおっしゃったから、そしたら１カ所も、こちら駅前のほうの３８万円のやつを、あそこは

車も狭いと言うてるから、こちらに１カ所でも返して、ちょっとでもお金を何するようにし

たらどうかと、それも言うてるんですけれども、その考えはいかがですか。 

  そして、ずっと１０年近くは１２万ぐらい駐車場が上がっておりましたけれども、去年が

７万円ということで、ことしは幾ら上がったんですか。ちょっとお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 
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町長（松本 勇君） 駐車場の件につきましても、これからやはり財政状況を勘案した中で、

現在の駅前駐車場を含め、有市地区にもお借りをいたしておりますし、駐車場をできるだけ

借地を少なくしていく方向で今後考えていきたいと思います。 

  先ほどおっしゃいました７万円に減額したという意味なんですが、ちょっと私、理解でき

ないところがあるんですが、どういうことですか。 

６番（石田春子君） 駐車場の売上げは、去年は７万円で、駐車場１台２，５００円払ってい

るのをもらっているのは、去年は７万円しかなかったと。ことしは幾らあったんですかと聞

いています。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 今、現在お借りしております駐車場の売り上げがということですね。私、

ちょっと具体的にわからないんですが、担当課長から答えます。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） この駐車場につきましては、管理費といいますか、それでいこ

いのほうが売り上げの３０％、そして町のほうが７０％という形になっております。 

  それで、２３年度につきましては、町に入ってきた分につきましては１０万３，２５０円

でございます。そして、２４年度につきましては、まだ３月分は入っておりませんけれども、

４万２，０００円です。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） 石田です。 

  年々やっぱり、バスの運転手もほかのほうで待機しているということで聞いておりますの

で、４万何ぼ、今度５万円ぐらいかなと思っていました。 

  ほかの件で、３７ページの鍋フェスタ実行委員会負担金で４５０万上がっておりますけれ

ども、これは相手方に、鍋フェスタのときは１件に対して幾らもらっているんですか。今度

の考えている。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） それは出店料ということで、１店舗５，０００円を２４年度は

頂戴をいたしました。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） 石田です。 

  今度も５，０００円て考えておりますの、もう１２月に上がっておりますけれども。そし
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て、どれぐらいの利益があると考えておりますか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） お答えをいたします。 

  この鍋フェスタでございますが、鍋フェスタの目的は、国民文化祭の延長線上にあるとい

うことで、府のほうからも半額の補助をいただいております。そういうことで、笠置町にと

っては、観光振興という面でＰＲをという意味で、これからも続けていきたいなと考えてい

るところです。 

  それから、出店料でございますが、国文祭には無料で入っていただきます。しかし、これ

から協議会で運営していくわけでございますが、やはり幾らかの出店料をいただいた上で、

光熱費もかかることですのでいただくということで、５，０００円というのを決めておりま

す。これからのことにつきましては、平成２５年度の実行委員会の中で決めてまいりたいと、

そんなふうに思います。以上です。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） ６番、石田です。 

  もう１点だけ、先ほど瀧口議員も聞かれましたんですけれども、みらい戦略一括交付金と

いうのは、その内容はどのような内容ですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えいたします。 

  府の補助金でございまして、未来づくり交付金という名前で一昨年までありました。昨年

から戦略交付金ということで、笠置町でしたら３つの柱を立てております。１点目が少子高

齢化問題、もう一つは防災、それから観光振興、この３つの中で、いろいろ懸案事項等を掲

げた中で、それらに要する経費を充てていっているというのがみらい戦略一括交付金で、こ

れはあくまで府の単独事業でございまして、９９０万円、本年度見させていただきました。

充当事業につきましては、これからいろいろ探っていった中で、各課との調整も踏まえまし

て事業にお金を充てていきたいと、そのように考えております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 田中良三君。 

１番（田中良三君） １番、田中です。 

  ２つのことで聞きたいと思います。 

  ページ７６の非常備消防費の報酬のところに団員数、団長から団員まで１００名と書いて

いますわね。これは事実その人数がいはりますんですか。 
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議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 予算編成をしたときに１００名という数字で、個々の人数を申

し上げます。当然、団長１名で、副団長が２名、本部長が１名、副本部長が３名、部長が

７名、班長が８名、団員が７８名で、合計１００名でございます。 

議長（西岡良祐君） 田中良三君。 

１番（田中良三君） 今聞いたのは、事実間違いなくいはるんですかと聞いただけの話です。

意味はわかっているんです。というのは、その下に例えば退職報償金とか、これ条例で

１１０名あるから、その金額を出してはるというのを踏まえての話です。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えいたします。 

  実人員１００名については、実際いる、いやんという部分につきましては、はっきり申し

上げまして各部のそれぞれの状況がございます。例えば、町外で仕事をされて町外で住んで

おられる方でも、住所を笠置町に残していただいている場合でしたら、名前として登録もし

ておりますし、その辺は、田中議員も副団長もされた中身ですので十分御承知をしておられ

ると思います。 

  もう１点、共済費につきましては、これは議員御指摘のとおり、あくまで定数でいきます

ので、１１０名で払っています。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 田中良三君。 

１番（田中良三君） それと、ページ７５の住宅管理費の中に住宅入居選考委員会委員、それ

とページ７８に水防協議会委員報酬と出ているんですけれども、これはどういうぐあいに選

考されて何名がおられるのか、教えていただきたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） ７５ページの住宅入居選考委員会の委員さんですけれども、現

在５名おられます。町内の有識者の中から選んでいただきまして、委嘱してやっていただい

ております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 水防協議会の委員の方々の人数でございますが、申しわけござ

いません。ちょっと忘れましたので、また後ほど報告させていただきたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それでは、観光関係で四、五点、ちょっと長くなるかもわかりませんが、
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質問させていただきます。 

  まず簡単なやつから、フォトコンテスト景品で３万１，０００円ついていますけれども、

６９ページ、これは商品代だけだと思うんですけれども、これを使って次に笠置町の活性化

のために、これはまずほんだらどこへ掲示されておるんですか、この作品を。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） フォトコンテストの審査につきましては、先日審査いただきま

して決定をいたしました。それで、まだ掲示はしていないんですけれども、産業振興会館等

に展示といいますか、掲示をしていきたいと考えております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それは１位、２位、３位とか３点ぐらいですか。 

（「５点です」と言う者あり） 

３番（大倉 博君） ５点。それでは、５点あれば、季節とかいろいろありますけれども、笠

置町の活性化のためにせっかく写真を撮っていただいた方、それと足らない部分は笠置町で

写真を撮って、やっぱり観光のために撮ってやっておられる方もいろいろおられると思うん

です。これをカレンダーにできないかと、私は昔からそう考えておるんです。笠置町から予

算を出さんと、笠置町におられる企業の方から出資金を募って、カレンダー委員会とかつく

って、そういったことに活用されたほうが、ただ単にこれを飾って、それでお金を渡して終

わりではもったいない気がするんです。 

  といいますのは、童仙房のほうではもう何年も前からカレンダー、童仙房独自のカレンダ

ーをつくっておられます。例えば大河原の野菜を売っておられるところ、あのレジの前に置

いております。これは毎年今のところ２００部つくっておられます。これも当初は印刷でや

っておられたら高いので、自分らで委員会というのをつくって、２００部をつくってカラー

印刷があるんで、なかなか立派なものです。今度、大河原の売り場のレジのところに上にあ

りますから、一遍見ていただいて、そういった活用の仕方、ぜひともしていただきたいと思

います。そうすると写真を撮っていただいた方にもやっぱりいいんじゃないか。ただ見せて

終わるだけではもったいない感じがするんで、そういったことを検討してください。そして、

今言ったお金のかからないように、企業の方に協賛いただいて、その協賛の名前を入れるか

どうかは別にして、そういったこともやっていただければありがたいと思います。それは笠

置町活性化のためにもぜひやっていただきたいと思います。 

  次に、桜保全の関係ですけれども、桜保全の関係では６９ページ、７０ページに予算が、
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保全管理賃金とか原材料費がついていますけれども、確かに暑いときも寒いときも大変です、

草刈りとか肥料とか。ところで、ことし桜保全で何本植えられましたか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） ことしにつきましては、これから計画を持っているんですけれ

ども、５３本植栽を、５０本植栽したのと、あと３本を予定しております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それは、たしか宝くじ協会から寄附いただいてということですね。たし

かそういうふうに話を聞いておるんですけれども、そうですね。 

  ところで、町長、笠置の桜は全体で大体何本ぐらいあるとお思いですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 申しわけないんですが、実数はわかりません。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） では課長、何本ぐらいあると思いますか。幾らぐらいあると思いますか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 当町におきましては、さくら１００選に選定されておる中で、

以前は山林の面積等々で、そこには約３，０００本というふうなことで登録されております

が、たしか平成２０年ごろだったと思うんですけれども、そのとき調査した中と、その後、

桜の保全委員等々で植栽をした分をまぜて、約１，０００本ぐらいが植わっていると思って

おります。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 大体１，０００本ぐらいということですね。 

  昔のことを言ったらあれなんですけれども、明治の終わりのころに、伊賀上野に田中善助

というなかなかの実業家がおられて、明治の終わりに、布目発電所をあの方がつくられたん

ですけれども、そのときに４年で３，５００本植えられたんです、当時。それは文献にも残

っています。それが何でそういう形になっているかといいますと、その人は由緒ある笠置山

を汚したと、要するに水路とかつくって汚したということで、３，５００本を、当時の青年

団とかそういった方に頼んで寄附をしていただいています。それはもうほとんど枯れて、な

いと思うんです。 

  それはそれとしていいんですけれども、私は、もう平成２０年から京都府の観光連盟の会

員というか、毎年行っています。先日も２月２６日、阪南大学の観光の関係の教授がおられ
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て、そのときに講演を聞いてきました。そのときのパンフレットが、たまたま観光連盟のこ

れに入っていたんです。その中に、いまだにさくら１００選は書いていますけれども、笠置

町は３，０００本とこのパンフレットに書いております。この資料提供というのは当然に企

画観光からやられているんですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） これをつくるに当たって、特に資料提供せよということはなか

ったんですけれども、以前からそういったものに対して、それだけではないんですけれども、

資料提供等があったときには、そういった形で企画観光課のほうから資料提供しております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） なぜこの３，０００本にこだわるかというのは、聞くところによると、

商工会にどこに桜が３，０００本あるんやとか、そういう問い合わせがやっぱりあるみたい

です。私も実はあの辺ですから、観光客、いろんな方がおられます。観光客の方は、桜どこ

に３，０００本あるんやと。ところが、やっぱり桜３，０００本、きつく怒られる方もあっ

たという話は聞いております。 

  だから、これを見て、パンフレットを見て来られると思うんです。これ、訂正か何か申し

入れ、京都府の観光連盟といったら、ここに補助金９万円ついています。これ観光連盟の、

ＪＲと一緒になったやつなんですけれども、京都府庁の八重の桜の、容保桜の桜なんですけ

れども、だからぜひとも３，０００本というところを何とか一遍考えて、苦情なりやっぱり

来るんです。行政が出す数字というのは信憑性のあるものにしてほしいんです。そうでない

と、これを思って来られる方が来たときに、どこにあるんやと言われたら、我々町民もよう

答えられないんです。その辺よろしく。行政が出す資料というのは信憑性がなかったらあき

ません。 

  そして、その信憑性のことで、後でまた言いますけれども、鍋フェスタの関係で、去年、

報道発表によると７，０００人来たという報道がありました。これは本当ですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） ７，０００人で発表しております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 前の年はたしか、本番のときは６，０００という報道発表やったと思う

んです。私も２年続けてボランティアをやらせていただきました。ところが去年、大きなテ

ントの中は人がおりませんでした。前の年はいっぱいでした。本番のときはですよ。そのと
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きで６，０００です。ほんで、たまたま田中議員が去年おられて、今、１時半で何ぼとカウ

ントをとっている方に聞いておられたら、３，５００ぐらいということなんです。あれは大

体２時半ごろで終わって、それ以降、客はばったりなんです。私も２年続けてパンフレット

を配らせていただきました。あのときパンフレット、何ぼ最初あったか知りませんけれども、

４，５００余っていました。 

  だから、行政が出す報道発表、これは７，０００とかいうのは、補助金をもらうためにそ

ういう形にしておられるのかどうかわかりませんが、そういうことではだめです。 

  ちょっとニュアンスが違いますけれども、最近新聞に載っていますけれども、御存じだと

思うんですけれども、愛知県の東浦町の前副町長が逮捕された。これは何で逮捕されたかと

いうと、そういう数字の過ち、まやかし。要するに、この町が市になるためには５万人です

ね、今。５万人になるためにその水増しの調査をやって、その不正が見つかって逮捕されて

おる。これは前から新聞に、ことしになってからよく載って、きょうもこの新聞、日経にも

載っていました。 

  やはり行政が出すということは、本当に真剣に数字を考えていただいて出していかなけれ

ば、こういったことが起こるわけです。これは特異な例ですけれども、やっぱりしっかりと

した数字を行政は出してください、本当に。その辺よろしくお願いします。 

  それとついでに、観光連盟に行って、先ほど言いました教授の話の中で、たまたま、いい

ことを笠置町でやっておられると思いますのは、自分探しの旅というか、やっておられて、

結局その教授もおっしゃっていましたけれども、要するに体験をするという観光が主流にな

ってきていると。だから、今言いましたように、自分探しの１日修行か何か、そういうこと

でやっておられますね。ああいう本来の、だんだんとそういう形になってきている観光の方

針というか、なってきておるんじゃないか。逆に、エジプトでは、この前、日本人の方が気

球に乗って４人亡くなられたけれども、あれも一つの体験です。ああいう危ないこともあり

ましたけれども、そういうなってくるんじゃないかと先生はおっしゃっていました。これは

参考にです。 

  先ほど言いました３，０００本という、これは何とか観光協会のほうに言ってください、

来年度のために。もうことしはパンフレット、どうしようもないです。 

  それももう一つ、これも同じやつが入っていたんですけれども、もっと京都新発見、ＪＲ

京都線、奈良線、嵯峨野線と書いてあるんですけれども、中に入れば大和路線、奈良線の下

に小さく大和路線が書いてあるんです。そうすると、観光の関係で、大和路線で加茂のほう
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はちょっと載っているわけです。例えばこういったことも申し入れで、笠置が忘れられたと

いうか、大和路線じゃなしに関西線とかしてもらうために、私も今度、観光協会の専務理事

とか親しくなってあれなんで、また言いますけれども、できたら京都府のそういうところに

申し入れとか、これも加茂で終わっているんですよ、関西線と書いて。せっかくのパンフレ

ットですから、やっぱりパンフレットは観光客によく見られているんですよ。その辺よろし

く頼みます。 

  それと、ついで言うたら悪いけれども、私、産業会館で、山間宿泊プラン、これ笠置のや

つですね。今、情けないけど、ここに紅葉屋さんというのを消して置いてあるんです。だか

ら、観光で生きているところで、それやったら何でこういうパンフレットを置いてあるんか

なと思って、刷り直して新たに置くとか、そうか置かないか。ちょっと何か恥ずかしい気が

します。これ御存じですか。 

（「商工会のやつですか」と言う者あり） 

３番（大倉 博君） いや、ここに消して置いてあったから、たまたま。観光として生きる町

として恥ずかしい話なんですよ。その辺ちょっと。そういうついでの話で。 

議長（西岡良祐君） 大倉議員、本題に入ってください。 

３番（大倉 博君） はい。ついでと言いましたけれども、そういうことです。 

  先ほど出ました鍋フェスタの関係に移ります。過疎債の関係では、プレと２３年度で予算

編成が終わっているわけですね。そうですね。どうですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） おっしゃるとおりでございます。そしてまた、その計画につい

てはローリング等もしていきたいと考えております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それで、先ほどもどなたかおっしゃったけれども、これに対して今また

４５０万もついているわけです。そのうち京都府から補助金で、文化力で京都を元気にする

補助金２００万円、だから残り、笠置町は２５０万の負担ということですね。だから、ここ

で一旦終わっておるのに何でこれを続けてやる必要性、それは当然、観光のため、笠置町活

性化のためとおっしゃるかもわかりません。これも２年、３年やられて、今度４年目ですか

ね。そうですね。 

  これはちょうどたまたまやけど、要するにマンネリ化になってくるわけです。どこでも今

そういうふうなをやっております。きょうの新聞にも、向日町の競輪場なんやけど、５万人
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の激辛グルメ、これ２年目らしいです。ＫＡＲＡ－１グランプリ５万人という、すごいなあ

と思って、きょう新聞を見ておったんですけれども、要するにこういったことはどこでもや

ってきて、マンネリ化という形になるんです。 

  １つ私の提案ですけれども、また提案したら怒られるかもわかりませんが、大阪には全国

府県の大阪事務所があります。そこで、東北のほうの方をできたら鍋に呼んで、物産もそこ

で売ってもらって、そういった東日本大震災の関係でメーンにして、一遍趣向を凝らしてや

っていただけたらどうかなと思うんです。そうすると、マンネリ化した状態で、４年目にな

ったらもうマンネリですよ。先ほど言いましたように、去年は３，５００人しか来てもらっ

ていない。だからその辺のところも一遍、それに対して売り上げの何％を東日本大震災のと

ころに寄附するとか、一遍その辺も検討していただけたらありがたいなと思うんですけれど

も、いかがですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 鍋フェスタの件についていろいろ御指摘をいただきました。 

  平成２４年１２月１日にやりました鍋フェスタの入り込み客数が７，０００、ごまかしで

はないかということをおっしゃっておられます。私は本当はもっと来ているんではないかな

と、そんなふうにも思っております。あの日は寒くて、入れかわりが物すごく激しい１日で

した。平成２３年の国文祭の入り込み客数ですか、これも雨が降っておりまして、しかし天

気が悪い割にはたくさん来ていただいたという記憶がございます。実数、何千何百何人まで

勘定はできないんですが、私は、想定としてはそれは適当な数字であろうと思っております。 

  大倉議員おっしゃるように、逮捕されるような、そんなごまかしと一緒にしないでほしい。

あなたも実数をつかんでいないと思う。だから、想定の範囲の中で物を言っておられるんだ

から、町がごまかしているんだという、それはおかしい。 

  しかし、桜の一件の本数は、やはり３，０００本はないかもしれない。しかし、これから

それに近づく努力、花いっぱい委員会も含めて努力をしている最中です。観光連盟の云々に

つきましては、当町も観光連盟に加入しております。一員です。ですから、私は府庁へ行く

ごとに観光連盟に顔を出して、笠置の観光を振興してくださいということを毎回申し上げて

おります。だから、そういうパンフレットにも載ってきているものだと私は思っております。

お互いに笠置の観光について振興する努力はしていきたいと、こんなふうに思います。以上

です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 
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３番（大倉 博君） 今、町長、７，０００とかおっしゃったけれども、実際に私は見ていま

せんけれども、田中議員に１時半ごろ聞いたとき、カウントしたときに３，５００ぐらいと。

それと、私がパンフレットを配っているからわかりますよ。その前の年はみんな配りました。

そのときは４，５００余っていたんですよ、実際。何を７，０００とおっしゃっているんで

すか。 

  それと、我々、去年はたまたま私も議員としてボランティアで行かせてもらいました。議

員報酬をもらっているから別にそれはどうでもいい。前の年は完全なボランティアで行きま

した。そうするとどうでしょう。私、ちょっと知らなかったんやけれども、町の職員の方は、

その年の１０月かな、私、家の前で、きょうはまとまってどこへ行くんやと、河川の掃除や

と言うて、大分固まって行かれました。なかなか町の職員もよくやっておられるなという感

心はしていたんです。 

  ところで、この鍋フェスタのボランティアの中に役場の職員もたくさんおられた。聞くと

有休だということなんです。一般の人が純粋でボランティアで行って、冷たい弁当、確かに

去年冷たかった、寒かったから。弁当で、冷たいお茶をもらって、ほんまに純粋に行ってい

るんです。私もおととしは純粋で行っていました。そうすると、聞けば町の職員、言い方も

ちょっと、きつく言いたくないんですけれども、有休だと聞いておりますが、どうですか。

本当ですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えいたします。 

  代休をとっております。要は職務命令で出る分につきましては、当然それなりの代休制度

を設けております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） いや、代休というのはあっていいんですよ。しかし、町民の皆さん方が、

全然関係なしで本当に純粋でボランティアを集めといて、役場の職員だけが有休をとって、

そんなんおかしいですよ、どこの会社をとったって。せっかく今言ったように河川のところ、

ボランティアでああいうふうにやってはると、それも有休をとってはるんですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えします。 

  先ほど申し上げましたとおり、職務命令に基づくものにつきましてはそれなりの措置を講

じて行っていると。そういう美化運動等につきましては、例えば職員組合なり、また各課で
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やっておられる分については、多分ボランティアだと思います。 

  よって、今後、今、大倉議員がおっしゃったことにつきまして、企画観光課が所管してお

ります実行委員会の中で、そしたら町職につきましても、もう命令じゃなしにボランティア

で募って、出てきていただける職員を募集する、これも一つの方法だと思います。だから、

今までのことは今までとしまして、今後のことは今後のことで実行委員会で諮っていってい

ただくように、また私のほうからも企画観光課長にお願いをしておきます。以上でございま

す。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） だから、ぜひともそういうボランティアという形でやっていただきたい。

それなら町民の方もボランティアに積極的に来られていけると思うんです。本当に私もそれ

知らんかったから、どない言うたらいいかしらんけど、それはちょっと常識外れというか、

職務命令というのもまたおかしいなと思って。だから、職務命令で参加されない方もたしか

おられたと思うんです。全員じゃなくて、その当日用事があったという人もおられると思う

んです。 

  それでは、次にお聞きしたいんですけれども、７０ページの節の１３で委託料、ここに東

海自然歩道管理委託、これは昔から私、飛鳥路の方、よくあそこで、年に二、三回草刈りや

っているんやという話をして、そういうことを聞いております。そのほかの何点か、これの

説明をちょっとお願いできますか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 委託料で５件計上させていただいております。 

  まず、一番上の東海自然歩道管理委託につきましては、飛鳥路区と南部区にお願いをして

おります。それで３０万３，０００円でございますが、これにつきましては京都府のほうか

らの委託金を全額充てております。 

  そして公園清掃委託、２段目でございますが、府立自然公園の清掃委託ということで、

１年間を通しての契約となっておりますが、これは観光協会のほうへ委託をしております。

これにつきましても京都府のほうから委託金をいただいて、全額それを充てております。 

  ３つ目の河川敷草刈委託につきましては、町が河川占用しておりまして、そこを観光協会

が管理委託をしていただいている箇所でございますが、５２万５，０００円、これも観光協

会のほうでお願いをしております。 

  それから、駅前装飾委託でございますが、これにつきましては、駅からずっと、春のとき
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は桜、そして秋につきましてはもみじ、造花といいますか、それを装飾していただいている

分でございますが、これも観光協会のほうでお願いをしております。 

  そして、一番下のもみじ公園ライトアップ委託でございますが、これにつきましては、

１１月１日から一月間、もみじ公園でライトアップをしておるんですけれども、それのライ

トアップ用の電気、また支柱、そして駐車場から公園まで行く配線、そういったものを、去

年、２４年度につきましてもパナソニックという会社のほうへ委託を、電気関係ですので、

そちらのほうへお願いをいたしました。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それじゃ、ほとんどが観光協会に委託の部分ですね、今聞いていました

ら。ということは、観光協会に対して違った形の補助費という形というか、そういう関係に

なるんじゃないかと思うんですけれども、観光協会の補助金が今９０万、７０ページに出て

おります。これ、この前も課長に聞きましたけれども、もう一つよくわからないんですけれ

ども、一遍ここで、９０万何に使用されているか教えてください。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えをしたいと思います。 

  観光協会の補助金につきましては、本年度も９０万円を計上させていただいているところ

でございます。それで、２４年度につきましては、まだ実績報告等出てきておらないんです

けれども、３月過ぎて実績報告が提出されると思います。そういった中で、２３年度の実績

になるんですけれども、観光協会の運営費、また事業費等に充てられておるわけなんですけ

れども、１つにつきましては笠置山自然公園のマップ作成、それと街路灯の電気代、それか

らもみじまつりの事業費の一部に充てられております。そういった実績報告が出ております。

以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 今、もみじまつりにもとおっしゃったけれども、ここに、先ほど聞いた

委託料でもみじ公園ライトアップ委託５５万出ています。この整合性はどうなるんですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） もみじまつり事業の一部としてということをお話をさせていた

だきました。それにつきましては、１１月の、ちょっと日にちは忘れましたけれども、１日

の祭りがございます。そこの事業の一部に充てられているということです。 

  そして、もみじ公園ライトアップ委託との関連性ということですけれども、これにつきま
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しては、町のほうで１１月１日から一月間、もみじ公園でライトアップをしております。そ

れの電気工事、またそのライトアップ用のポール等の設置として、これは観光協会には委託

をしておりません。電気会社のほうに委託をしている分でございます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） なぜこんなことを言いますかというと、おととい、大河原で歴史の講演、

ナカツカ先生の講演があって、たまたま私も行ったときに、観光協会の会長もそのときおら

れて、この話をちょっとやっていたんですけれども、会長に、こんな９０万何に使っている

のと。今おっしゃっていたのとまた違うニュアンスをおっしゃっていましたけれども、こん

な９０万ぐらい、ぐらいと言うたら悪いけれども、もう要らんの違うかと私はストレートに

言いました。ほんだら、こういう形に使っている、どうのこうのとおっしゃった。 

  それはさておいて、だから本当にこの観光協会で９０万、ぐらいと言うたら、先ほど何遍

も言いましたように、金、要らんのや違うかと、私はそう言うて会長にストレートに話しし

ました。一遍その辺も、本当に観光で行かれるんやったら、そういう観光協会のタイアップ

で、本当に笠置町全体としての観光のあり方とかもうちょっと考えて、企画観光課としてや

はり指導なりやっていただけたらと思います。 

  それと関連で、あの河川は国交省から町が委託を受けて、観光協会へ委託をしているとい

う形ですね。どうですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 国交省のほうからは、河川敷につきましては町のほうが占用を

受け、観光協会のほうへ維持管理委託をしております。そして河川区域外、主に１段高くな

った桜等が植わっている部分につきましては、個人から観光協会がお借りして事業をされて

いるということなんで、うちのほうは、河川占用を受けた部分だけ観光協会のほうへ維持管

理という形で委託をしております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それで、町が委託ということは、やっぱり最終的には責任論というか、

なると思うんですけれども、要するに、あそこに来られる方は何らかのお金を払って来られ

ているわけです。そうすると、もし災害が起きて、先ほど防災マップで６５０万円というの

は、町民にやるという話がありましたけれども、観光客として来られた方の防災上の、河川

に大水が出て、当然、水が出たら高山ダムのサイレンを鳴らすという表示もしています。だ

けどそれでは物足りないんですよ。やはりいの一番に警察なんかも走って行っています。私
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も行ったときには必ず下のほうに、ししがぶちのあの上まで物すごい水があるときも見に行

っています。やはりその管理というのは町に責任があると思うんです。 

  だから、そういった形で観光客に対して防災の誘導とか、そういう知らしめる何かを、看

板をつけるとか、災害になったら、水が出たら、産業会館があれですよとか、そういう看板

というか、そうでないと、いろんなところで、今どんなことで裁判を起こされるかもわかり

ません、お金を取っている限りは。それなんですよ。我々町民は大体どこへ逃げたらいいと

かわかりますけれども、一般の人が来られて、本当にもう車が流されたり、それでもしあん

たところがそうやって、車やったらええけれども、ええことないけれども、人が亡くなられ

たとか、そういった災害が起きたときに、町の責任で損害賠償されたらたまったもんではな

いと思っている。だからその辺のところ、今後どうですか、考え。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいまの質問にお答えします。 

  河川敷におられる観光客の防災というんですか、万が一のときの対応ということでござい

ます。従来からも、木津川の水が増水した場合は、議員がおっしゃった部分、電光掲示板へ

も高山ダムからも発せられますし、また、うちのほうと高山ダムと笠置駐在所と協力をし合

いながら、万が一あそこへ残っておられる方は避難誘導、また、すぐ出ていってくださいと

声かけも、その都度その都度、警報が出るたびに行っております。その後、全員出られまし

たら、高架の下のほうに看板を上げて進入禁止をしております。 

  今後も引き続いてそういう対応もしていきたいと思いますし、また夏の休みになれば、あ

そこの窓口で、ここでは水難事故が多発しておりますので、泳ぐのには十分注意して、木津

川では泳がないでくださいと、そういうチラシも入れております。これは笠置町の水難事故

の委員会がございますので、その中で対応もしておりますし、また、上流へ行きましたらそ

ういう看板、水難防止の看板も上げておりますし、また垂れ幕もしておりますので、その辺

は大倉議員も見ていただいていたら十分承知していただいていると思います。今後も引き続

いてそのような対応は講じていきたいと思っております。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） ６番、石田です。 

  予算について２点ほどまたお聞きします。 

  ６３ページの広域事務組合の休日医療診療所について、昨年６月から開業されて、最初は

１人ぐらいと、１２月ごろ聞いたらおっしゃっていましたけれども、今は何人ぐらいになっ
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ていますか。百四十何万出ていますけれども。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 最新のデータでは、先月末になりますが、５人という実績が受診さ

れています。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） そしたらちょっとふえましたね。 

  そして、７４ページの、補正予算のときもちょっと聞きましたけれども、笠置山線改良事

業８，０００万見ておりますけれども、これ、いつ完成できるという期限はないんですか。

いつごろや、いつごろやて聞かれるので。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） ただいまの御質問ですけれども、初日の議会のときにもお答え

いたしましたけれども、まずこの当初予算で上げています８，０００万円につきましては、

先ほど説明のときにも申し上げましたけれども、あくまでも今、町が要望している額でござ

いまして、前年度と同様に、もしこの分がつかないということも考えられますが、何とかつ

けていただきますようにということで、今お願いしているところでございます。 

  工事のほうですけれども、この予算がつきましたら、２５年度でまず工事用道路として上

下をつなげるようにしまして、それと、それをつないだ状態で、あと２年間、２６、２７年

度で、何とか上の舗装の仕上げをいきたいというふうに考えております。 

  ただ、先ほども申しましたけれども、予算があくまでも国庫のお金でございますので、ど

ういう形でついてくるかというのが全くわかりません。また、途中からついてくることもあ

りますので、その辺につきましては京都府と連絡を密にして、また要望を重ねていきたいと

考えております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） これで終わりますけれども、この前の新聞に載っていた８，０００万で

すので、また８，０００万も組んで、今度はいつまでに終わるのやということで町民の方か

ら聞いておりますので、これで結構です。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） ７番、杉岡でございます。 

  ６２ページの委託料、健康診断のがん検診４００万と予防接種が２００万上がっておるん

ですけれども、これについて、国保でございますけれども、何％ぐらいは受診されているの
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か、両方ともわかれば教えてください。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 実施率で申しますと、一般会計で見ています健康診査につきまして

は、２３年度、これは国保対象者は除きます、一般会計では。後期高齢者が入っています、

３７名後期。それから……。一旦国保対象者も含めます。国保対象者は９４名、それから後

期高齢者が３７名、それからあと、町が見なければならない生活扶助者等１５名ございます。

足しますと１４６名というふうなことになります。 

  それから、予防接種につきましては……。 

（「６５歳以上」と言う者あり） 

住民課長（東 達廣君） インフルエンザのほうですか。その中にはインフルエンザもありま

すし、ヒブとか肺炎とか、いろいろ入っておるんですけれども、６５歳以上のインフルエン

ザにつきまして、ちょっと待ってくださいね。 

（「大体でいいです」と言う者あり） 

住民課長（東 達廣君） ３７０名前後ということで報告させていただいて…… 

（「６５歳以上が」と言う者あり） 

住民課長（東 達廣君） はい。対象者が六百四、五十名おられて、そのうち３７０名前後受

けられたというふうな実績が上がっております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 次に、夏まつり事業助成金４００万、前の総合常任委員会のときに町長

も来られて、要するに中学生の医療費の無料化の検討をやったときに、町の単独事業で資料

をもらって、大体これが２，０００万ほどあるわけですね。 

  そのときに、この中から削減できるものはないかとか、大分議論したと思うんですけれど

も、夏まつりの補助金に４００万出しておられたときに、町長は、私が、例えば寄附をもら

って、それから産業会館やいこいの館とか、そういうところに募金を置いて、たとえちょっ

とでもそうしたらどうかと提案したんですけれども、そして寄附も集めてやればと。いやそ

れをやったら府からの補助がまた減るという話をおっしゃったんですけれども、今回、夏ま

つり事業助成金では補助金は府からおりていません。企画観光課長に聞けば、それは何年間

に一遍に回ってくる補助金やと、この前聞いたらおっしゃったんですけれども、町長は、私

はそのときにも単純に考えて、４００万のうち、例えば３００万をしたらどうやと、助かる

んやないかと言ったときには、補助金が出るからとおっしゃったけれども、補助金はついて
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いませんけれども、どうなんですか。それと、５年ぐらいに一遍ということ、この前にちょ

っと聞いたときにおっしゃったんですけれども。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 夏まつりにつきましては、補助金云々でございますが、必ずつくとは限

りません。というのは、やはり観光振興に対する事業をこちらのほうから提案し、それに対

して補助金がついてくるものです。ことしはまだ適当な事業が実は見つかっておりません。

担当課のほうで今そういう事業を懸命に探しているところでございます。そういった事業を

探し、その事業が補助金対象になって初めて補助金がついてくるものですから、今現在そう

いう事業を探しているところでございます。 

  おっしゃるように、やはり４００万の単費を即持ち出すということは、非常に笠置町とし

てはしんどいわけですので、これからやはり寄附金等をお願いする場合もあろうかと思いま

す。寄附金もゼロではございませんので、各種会社からのいわゆるお祝い金というような形

で寄附をいただいてはおります。しかし、公に寄附を募っているわけではございません。こ

の事業は実行委員会制でやっておりますので、実行委員会のほうに私のほうからも再度そう

いった話を持ちかけながら、やはり少しでも住民の皆さん方から御協力いただけるような形

をとるべきだろうと私も思いますが、残念ながら実行委員会制でございますので、私のほう

からはお願いするということになろうかとも思います。以上です。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えしたいと思います。 

  先ほど町長が申しましたように、補助事業等々探しておるんですけれども、該当するよう

な補助金が今のところなかなかないということで、今後も探すといいますか、当たっていき

たいと思っております。 

  そして、平成２３年度に１００万円補助をいただきました。これにつきましては、地域イ

ベント助成事業という事業名で頂戴をしております。これは、１年間の中で京都府において

二、三の市町村に交付されるというものでございます。それで、２３年度に手を挙げまして

申請をしまして、補助対象としていただきました。 

  しかしながら、もう一つ、５年以内にこの補助金の申請をしても受け付けをいただけませ

ん。５年以上を経過していた場合には再度申請をできるというものでございます。といって

も、５年たって申請したところで、府内で二、三なんで、それがすぐ、申請したから採択に

なるという、そういったものでもございません。以上のようなことでございます。 
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議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） この花火で、例の明石事件からどこともやめていく。要するに自主警備

ということで、警備の金に相当お金がかかるようになっておるんです。それで私、先ほど京

都の観光連盟の関係を言いましたけれども、たまたまそこに宇治の専務理事がおられて、た

またま親しくなったんですけれども、宇治市は毎年８月１０日、ことしは土曜日なんですけ

れども、ことしは９日にやるとおっしゃっていました。その方はやはり京都市内あっちこっ

ちに寄附を集めに行っておられます。時には鵜飼の船の船頭なんもやっておられます。いろ

んなことをその方はやっておられます。そして、この４，０００万ほとんどが、ほとんどと

いうか、半分以上、要するに花火大会の警備の金に使っておるということです。参考に。そ

れで、木津川市はどうですかと聞いたら、ことしはまだ聞いていないという話だったんで、

どうなるかわかりませんけれども。 

  それと、１点だけ、大事なことなんですけれども、花火大会で事故が、花火が暴発して、

事故がないのが一番いいんですけれども、当然にそういった保険というか、花火会社も掛け

ておられると思うんですけれども、観光客が間近に来られて、そうした場合に、先ほどと一

緒で、お金を取ってやっている河川、ただ６時以降は河川に入る方は無料だと、この前、先

ほど言った会長に聞いたらそういうことをおっしゃっていました。 

  だからその辺のところ、本当に事故が起きたときの、事故ばっかり心配していますけれど

も、町長はデメリットは余り考えないとおっしゃいますけれども、我々はやっぱりそういう

ことも一応、観光客の方にそういうことも考えて、そういう最悪のことも考えた場合、こう

いった保険とか、当然、先ほど言いましたように、花火会社が保険に入っていると思うんで

すけれども、あってはならないことですけれども、全国で時たまそういう花火の事故があり

ますね。だからその辺のところはどうなんですか。課長。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 夏まつりにつきましては実行委員会制でということで、昼の魚

つかみから夜の花火までを夏まつりという形で実施をされています。その中で、２４年度の

夏まつりの実績等を報告を受けている中で、保険料もお支払い、掛けておられるということ

で実績の中に上がっております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それで、先ほど寄附金とかいろいろ言いましたけれども、それから６時

以降は無料ということで会長に聞きました。会長に私もこういうことを言ったんですけれど
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も、１日の売り上げを花火のところに寄附したらどうやということも、私、提案はしといた

んですけれども、今後そういうことも一遍会長にぜひとも企画観光課長からおっしゃってい

ただければ、この４００万のうち、何とか助かると思うんですけれども、その辺のところ、

私、実際におととい会長に会うて話して、そういうこともやっていました。 

  だから、それはうんと言われるかどうかわかりませんけれども、その辺のところを真剣に、

要するに町財政がこれだけ苦しいときに４００万も出すということは、町民の方でもやっぱ

り反対の人もおられるんです。その辺のところしっかりと、できるだけ寄附金とかそういっ

たところからお金をもらうことも考えてやって、何が何でも４００万ぽんと出して終わりじ

ゃなしに、そういう努力を見せてもろたら、町民もある程度納得される方もおられるんじゃ

ないかと思うんですけれども、その辺よろしくお願いします。 

議長（西岡良祐君） 向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  先ほどからお話が出ていますが、鍋フェスタ実行委員会負担金が４５０万円ついています。

先ほど町長の答弁では、鍋フェスタの目的は、観光振興、アピールということで目的があり

ますとお答えをいただきました。それで、鍋フェスタの観光に対する影響、どういうふうに

観光にプラスになるのかということを計画されていましたら、ぜひお答えをお願いいたしま

す。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 鍋フェスタを実施するときには、当然、新聞、雑誌、テレビ、

ラジオ、また、これは今までは加茂から東なんですけれども、ＪＲの電車の中の車内づりな

どに掲載をさせていただいております。そうした中でＰＲ効果もあろうかと思いますし、こ

れまで出店いただいた地元紙にも掲載をされたということも、出店してくださった方にもお

聞かせ願っていますし、その新聞等も送っていただいたということで、やはりそこには京都

府笠置町という名前が当然書かれておりますので、ＰＲ効果はかなりあるのではないかと考

えております。それと、これは旅館の方にお尋ねしたんですけれども、フェスタ後、キジ鍋

を目的として予約等、結構訪れられたということも聞いています。 

  それと、細かなことで申しわけないですけれども、会場設営なんかでも、町外の業者に委

託はしておりますが、その中で、町内の業者ができるようなものがあればということで、町

内の業者にもやってほしいというお願いですか、そういったこともしている中で、会場設営

で町内の業者にもかかわっていただけます。そして、町内でその食材といいますか、そうい
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ったものの購入等もございました。その中で、いろいろと各メディア等への掲載なり、取り

上げてもらったことに対して、かなりＰＲ効果が出ているんじゃないかというふうに考えて

おります。 

議長（西岡良祐君） 向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  私が聞きたかったのは、計画の段階で、例えばいこいの館の利用者がどのぐらいふえるか

とか、今後何年間で観光客がこのぐらいふえるとか、そういった具体的な数字としては計画

はされていなかったのかということと、やっぱり４５０万出しているということなので、そ

の収支の関係ですね。４５０万出ていくと、入ってくるお金はどうなのか、その収支の関係

とか、そういった数字もつかまれていたらお聞きをしたかったんですが、そのあたりはいか

がでしょうか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えをしたいと思います。 

  いこいの館の関係で若干出ましたけれども、残念なことに、日ごろの土日とは人数的に余

り変わっていなかったようなんですけれども、今後は当然努力をし、一人でも多くいこいの

館を利用していただけるような形に持っていきたいと思います。 

  それと、収支につきましては、５０５万５０円が収入となっています。支出につきまして

は４７９万５，６６２円でございます。以上です。 

議長（西岡良祐君） 向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  私が気になりましたのは、鍋フェスタ自体は、かなり人が集まっていただくということで

は成功していると思うんですけれども、残念ながら町のほうの事業が少ないように思いまし

て、せっかくの人が集まっても、観光としてお金が落ちていくということがないのではない

かという点がちょっと気になりまして、今後、ぜひそういったことも踏まえて、いろいろ計

画を立てていただけたらと思います。 

  続きまして、予算書案の１９ページになりますけれども、緊急雇用創出事業臨時特例交付

金というのが府の補助金として８００万円計上されています。これは前年には予算計上され

ていませんでしたが、笠置町でこの交付金の活用、使い方はどうなっていますでしょうか。

お聞きします。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 
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総務財政課長（田中義信君） 質問にお答えします。 

  緊急雇用創出事業臨時特例交付金８００万の質問だと思います。これは、一昨年まで緊急

雇用の補助金が３年間ありました。１年飛んで２５年度で上がっているのは、今回は重点的

な雇用創出事業に充てなさいよということで笠置町の配分が８００万ということで予算計上

させていただいております。 

  なお、現段階での充当先なんですけれども、建設産業課の部分では松くい虫の防除、また

森林山村の対策事業、間伐事業、また総務財政課でいえば運動公園の清掃管理委託、企画観

光課でいえばテングス病の作業委託等々に充てております。ただ、これはあくまで現段階で

充てているだけで、最終的にまた組みかえをさせていただく場合も多々あると思いますので、

その辺は御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） ことし１月３１日に、総合常任委員会で、先ほども出しました町の単独

補助事業２，０４０万円、この資料の中で、先ほどから言っていますように、中学生の医療

費を無料化するために、この中からどこか捻出できへんかということで大分議論して、私、

４点ほどチェックしてあるんですけれども、議論したんですけれども、今回その医療費の中

で、我々も、先ほどから言っていますように、町会議員の歳費の中も一旦ちょっと出せばと

いうことで、後で話をしていたんですけれども、その捻出予算はこの中からされておるんで

すか。ちょっとその辺。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） その件につきましては、常任委員会に付託されておりますので、そ

の場で最終結論が、答申が出されるものと考えております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） この老人手当、老人手当条例というのができているのが昭和４６年です

ね、例規集で見れば。大分古い。当時はやっぱり人数も少なかったと思います。だからこの

支出も少なかったと思います。だけど、２３年度決算、これでは２６０万５，０００円、そ

して新年度についている予算では２７９万３，０００円、プラス１９万になっています。 

  このときにちょっと議論やったんですけれども、町長は、老人手当支給、これどうやと言

うたら、これを削ったら老人の人に怒られたとおっしゃったんですけれども、私はあれから

何人かの方に、お金を持ってはる老人の方なんですけれども、別にそんなもん切ってもええ

よと言う人もおられたわけです。だから、その中で所得制限をやったらどうやという話も私
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はしたつもりなんですけれども、これは所得制限やられていない数字ですね、今回。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 医療費につきましては、やるならば条例改正が必要となってきます。

今回提案しておりませんので、現条例に基づきまして老人手当の財源で、かかってくる老人

手当の支給のほうも現条例に基づいて８０歳以上、ちなみに当初予算の人数では２４３人分

を見させていただいておると。これは途中から入ってこられる方がありますので、掛ける月

数でいくと合いませんけれども、そういうことになります。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 何でこれをカットというか、所得制限したらどうかと言うんですけれど

も、以前にＪＲの鉄道助成、ことしも６２万ついていますけれども、２３年度の決算が

５５万、またやっぱり負担が大きくなってきているわけです。これもたしか何年か前に

６０歳から７０歳にぽんと延びた。あれは何年ぐらい前でしたか。四、五年ぐらい前かな。

私もこれをもらったことがあるんで、私も６０過ぎてこんなんもらっていいんかなと言いな

がら、利用させてもらったことは覚えています。確かに６０歳から７０歳に一挙に、５段階

ぐらいで５歳で切ってくれたらよかったなという当時印象でしたけれども、こういうふうに

切るべきことはやっぱり切っているわけです。 

  だから、当初に言いましたように、財政の硬直化が進んでいる中で、やっぱりこういった

ものの単独事業の見直しも真剣にやっていかなければ、財政がほんまに破綻というか、町税

が先ほど言いましたようにどんどん減り、あとは地方交付税とか国の補助金、府の支出金と

か、そんなんに頼ってばかりいたら、こっちも歳出の努力をやっぱり見せてもらわなければ、

最終的に町民が困るような形になると思うんですけれども、どうですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 先ほど私も、事業の見直しをやりながら、子供の医療費無料化について

取り組んでいきたいということを申し上げたと思います。大倉議員から、我々これから進め

ていかなければならない行革の強い応援団を得たような気持ちで私はおります。町単独事業

の見直しをこれからやってまいりたいと思います。また具体的にわかりましたらお示しをさ

せていただきたいと思いますが、先ほど上がっております老人手当にしろＪＲの７０歳から

の補助にしろ、町の単独事業で独自の事業であります。こういった事業を見直しをしながら

財政の見直しをかけていきたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いを申し上げま

す。 
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議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それで、細かいことですけれども、この条例を見ていると、４条に国の

老人福祉に関する施策が十分でないという目的を書いております。それはいいんですけれど

も、そこで、私が聞いているのには、半年に一遍お渡ししているというんですけれども、こ

の条例ではまだ７月、１１月、３月と３期に分けてなっていますけれども、今はどうなんで

すか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 老人手当ですか。実態としましては、２回に分けさせていただいて

いることになっているかもしれません。秋と春だったように思います。ちょっと確認します

けれども。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） たまたまこの条例を見ていたら、毎年７月、１１月、３月の３期と書い

てました。まだ条例改正をされていないということですね。 

  それと、先ほど町長が行革云々とおっしゃっていた。強い言葉をいただいてありがたい。

私も一般質問で行革関係をやろうと思って、ただ項目が４点ほどあるんで、今回できるかど

うかわかりませんけれども、行革関係もやりたいと思っております。 

議長（西岡良祐君） 西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ７１ページ、備品購入費について、確認と提案をさせていただきます。 

  新調されるのは、カウンター周りの椅子を新調されるんですね。そしてテレビの前のボッ

クス席を修理される、そのように理解していいですか。 

  それと、喫茶コーナーにコーヒーを飲みに行きますと、皆さん必ず言われることがありま

す。窓にカーテンなりブラインドなりスクリーンをつけるべきと言われます。町長もどうい

う状況か十分御存じと思います。節電のためにも早急に設置されるべきと思います。そんな

に費用もかかりませんし、あってしかるべきものだと私は判断します。町長、その辺、早急

に対処されるべきと思いますが。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） おっしゃるように、確かに南側ですので、日が当たりますと暑い日もご

ざいます。ちょっと検討させていただきたいと思います。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 喫茶の椅子につきましてですけれども、西村議員おっしゃられ
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たとおり、ボックス席のソファの椅子ですね。あれにつきましては、買いかえるよりか、張

りかえ等のほうが安いであろうということで張りかえという形で、３人がけが１脚と１人が

けが２６脚あるんですけれども、それの張りかえで、修繕費という形で上げさせていただい

ています。 

  それと、備品購入費につきましては、おっしゃるとおりカウンターの椅子、あれが７脚だ

ったと思います。それについては、張りかえ等修繕がきかないので買いかえという形で、備

品購入費で計上させていただきました。以上です。 

議長（西岡良祐君） これより１０分間休憩いたします。 

休  憩   午後２時３５分 

再  開   午後２時４４分 

議長（西岡良祐君） 休憩前に引き続き再開します。 

  向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  ７６ページに、相楽中部消防組合分担金、常備消防費として８，３０４万４，０００円上

がっています。前年から比べても３，４００万円ほど上がっていますが、これは主に無線の

デジタル化で増加したとお聞きをしています。この無線のデジタル化というのはどういった

メリットがあるのでしょうか、お聞きします。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいまの質問にお答えします。 

  中部消防の分担金のうち、今年度は救急に係る無線をデジタルに変更するという部分で大

きな要因ということは、先ほど申し上げましたとおり、要は、今現在のアナログが、平成

２７年３月末だったと思いますけれども、それでアナログからデジタルに完全移行しておか

なければならないということで、中部消防の部分で、今年度、２５年度１カ年で管内全てデ

ジタル化するという事業でございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

（「ちょっと待って」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） まだあるの。大倉博君。 

３番（大倉 博君） それでは、ちょっと余り言いたく、町の役場の人にはあれなんですけれ

ども、申しわけないけれども、笠置町には、嘱託の方とアルバイトの方、この辺がこの予算

書で計算したら年間３，１００万を超える総額に、私が計算したらそうなっておるんですけ
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れども、そうですね。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 今、嘱託職員と臨時職員の金額で３千何ぼと言われたかもわか

りませんけれども、はっきり、全て私、積算しておりませんので、その数字というのはそう

なのかどうなのか、また計算しておきます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 私が計算したら、予算書で計算したら３，１００万余りでした。 

  それで、町の職員の言うたら補完的なことなんですけれども、私の理解している嘱託とい

うのは、例えば公務員が定年でやめて、それから条例定数内に入る再任用、それと条例定数

内に入らない非常勤の嘱託というのがあると思うんです。ここの嘱託というのはどういう措

置が、私、これ自分ではちょっと理解できないんですけれども、どういったことなんですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） ただいまの質問ですが、笠置町役場の嘱託職員がおること自体

が理解できないということで解釈していいわけですか。 

（「そうじゃなしに、嘱託という制度がどうかなということ」と言う者あり） 

総務財政課長（田中義信君） いろいろ考え方はあると思います。嘱託職員というのは、基本

的な考え方は、大倉議員がおっしゃったとおり、定年を迎えた方が引き続いてという場合も

あります。それと、もう一点があるのは、その職務に経験のある方を嘱託職員として置く場

合があります。笠置町の場合、当然、定年後の再任用職員さんも過去にもおられましたし、

また後者の、その職務に経験あるということで、現在雇用している方々がその嘱託職員とい

うぐあいに考えております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それでは賃金職員の考え方はどうなのか。私が理解しておるのは、例え

ば、今、議会で定員が２名あるんです。その方は今産休で休んでおられると。本来ならそう

いう賃金アルバイトというのは、どこの社会でも認められると思うんですけれども、賃金で

何年間もやられている方もあると思うんですけれども、その辺の考え方はどうなんですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） お答えいたします。 

  臨時職員の考え方ですけれども、これは御承知のとおり、最長６カ月間の契約に基づいて

再雇用もあるし、またその契約で終わる方々もおられます。嘱託職員さんはあくまで１年間
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の常勤の契約ということになっております。 

  よって、各課のそれぞれ、例えば欠員や何か生じたときに臨時職員を入れるのか、それと

も今現在いる職員及び臨時職員の中で回っていくか、これについてはそれぞれの担当課長等

と協議をさせていただいて決めているわけで、できる限り支障のないように職務をこなして

いくと、そういう観点でそれぞれが考えてやっていることでございます。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） それでは、私、前に笠置町の臨時職員取扱規程というのをいただいて持

っているんですけれども、それと地公法２２条５項の関連なんですけれども、ちょっと読み

ますけれども、２２条５項の後段を読みますけれども、これは人事委員会を置いていないと

ころで、「任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更

新することはできない。」と書いてあるんです。ここで読んだ場合、それは、今おられる方

にやめよとか、そんなん言われませんけれども、その辺のところの整合性というか、どうか

なと、これの規定がね。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 今、大倉議員がおっしゃったとおり、それぞれ国家公務員法、

地公法に基づいて規定をされております。笠置町においても、今おっしゃった職員の規程を

つくっているということで、それも臨時職員については７０歳までとすると、そういう部分

で上げております。よって、６カ月間で切るというのも法ですし、別に引き続いて再雇用と

いうのも、お互い雇用契約に基づいて行いますので、相手方との協議で話を進めているとい

うことでございます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 今、たまたまここに取り上げた中に、臨時職員等は地公法２２条５項と

書いてあったんで、その辺のところ、これの規定との整合性、もう一度検討してください。

これ以上言いません。 

  それと、去年の１０月１４日の京都府の最低賃金７５９円なんですけれども、それは抵触

していませんか。していないと思うんですけれども。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） 最低賃金を十分上回っております。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 笠置町の人口推移、たまたま職員定数と、それから出したんですけれど
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も、我々議員定数も出したんですけれども、この総合計画では、３３年には１，３００と書

いていましたから、そのようにしたんですけれども、町におられた年配の方に聞いたら、た

またまあの条例定数が平成１１年にできているんです。私、それ以前、どないことで決めて

いたかといったら、類似市町村との絡みでそれを決めていたという、当時そんな話を聞きま

した。 

  現在は、平成１１年から４８名なんですけれども、これは将来、例えば人口が

１，３００になれば、ただし人口が減ったからといって仕事が減るということじゃないです

ね。１１日の議論もありましたけれども、国から押しつけられた条例がどんどんあるし、そ

ういった事業もふえてきます。だからそれは余り言いません。だけれど、そういった中で、

条例定数の中で、もし嘱託職員が許されるならば、将来減っていくであろうというところに

対しては、嘱託とか、そういったことができないかなと思うんです。人口がふえれば、また

条例定数まで戻したらいいんです。だから、いわゆる予算定数４８人だったら４７人ぐらい

にするとか、予算定数を４７にするとか、そういったやり方、どこでもかわかりませんけれ

どもやっているところもあります。そういった筒いっぱい４８人定数するんじゃなくて。と

いうのは、今、例えば２０歳の人雇用した場合に、８年後には１，３００ですけれども、こ

れがまだ人口がどんどん減っていく可能性がある。今後４０年雇用する場合に、その人を途

中でひょっとしたら首切らんなん、分限免職になる可能性もあるわけです。 

  その当時は、市町村合併やっているかどうかわかりましせんけれども、こういう人口構造

がなっているときに、その例でいきますと、次に、ちょっと申しわけないけれども、保育所

の入園実数がことしの１月現在で１９人、定数が４人、それと嘱託職員が２人、調理師はま

た別ですけれども、調理の方、７人おられますね。それで、ことし、聞いているところによ

ると２名、定年か事前にやめられるんかどうか知りませんけれども、やめられると。その後、

２名そのまま採用されるんですか、どうですか。 

議長（西岡良祐君） 総務財政課長。 

総務財政課長（田中義信君） まず、保育所の部分については２名採用の予定でございます。 

  なお、初めの定数と今後の事務の中で、大倉議員がいろいろ提案なりはされました。しか

し、冒頭おっしゃったとおり、今、地域主権、権限移譲、地域は地域のことで創意と工夫の

もとでやれという中で、果たして人口が減ったとしても、職員数を減らすのも一つの方法で

すけれども、そうしたら住民のサービスの低下はどうなるのか、そんなことも十分踏まえた

中で、特に首長あたりは人事権を持っておりますので、それはまた考えさせていただきます
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ので、大倉議員はまた個別にいろいろ議論は私とさせていただきたいと、そのように思いま

す。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 来年度の入園児数を聞けば、他の町村からも流入されるような話もちょ

っと聞きましたけれども、それで１７人、予定ですね、わかりませんけれども、そういう話

を聞きました。 

  だから、先ほど言いましたように、この条例定数筒いっぱいじゃなしに、ここの中で４人

おられたら、例えば１人減らして嘱託にして、３人を正職で１人を嘱託にして、それが、ま

た入園児数がふえれば、別に正職員に戻してもいいんです。だから、そういったやり方も方

法としてあると思います。先ほど言いましたように、人口がどんどん減っていって、ただ人

口が減ったからといって、国からの地方分権でどんどん仕事がふえてきて、確かに大変なん

です。それはわかりますけれども、そういった方法も今後考えていただければありがたいな

という気がします。 

  それと、そうすると逆になるんですけれども、嘱託職員を逆に正規雇用とか、私の言って

いることと逆の発想になるんですけれども、長年やるということは、雇用ということは、常

勤雇用的になってくるわけです。たまたまこの前、民間でマツダの元派遣社員が、派遣先で

ずっとやっておって、３年間派遣をやっているのに、地裁ですけれども、１審ですけれども、

３年以上やっているから正社員と認定されたということが、これは結論はまだ、１審ですか

らわかりませんけれども、そういうことが、一時的雇用というのは違法ということも一応書

いてあるので、将来的に、私が言っているんじゃなしにこういうふうに書いてあるんで、そ

の辺のところもよく考えてやっていただければと思います。 

  あと、最後にもう１点いいですか。 

  来たときに同和対策室長に聞いていたんですけれども、人権講座講師料というのが２０万、

４８ページ、大体の意向を聞いて、大体もう把握したんですけれども、もう一偏、その

２０万ということの中身を言っていただけませんか。私はもう聞きましたからわかっていま

すが。 

議長（西岡良祐君） 同和対策室長。 

同和対策室長（増田好宏君） ４８ページの報償費の件でお聞きいただいた分ですけれども、

人権講座講師料の２０万円というのは、１２月に産業振興会館で行っております公開講座、

これに係ります講座全体の費用でございます。 
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  ２０万円の中では、この事業自体は、人権問題をすることと、さわやか会の第４回の講座

を兼ねておられまして、参加者がお年寄りの方が多いということで、講座にあわせまして伝

統芸能や歌、また演奏会等も一緒に行っております、人集めという意味合いもございまして。

そういうことで、講演の部分だけでしたら、人権問題の啓発センターや京都府と同じく、単

価的には時間１万円から高くても２万円ということで設定しているんですけれども、この

２０万円の講座に関してはこういう内訳でございます。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 何でこういったことを言うかというと、講師料２０万となっているから、

そうしたら内訳を書いていただけばありがたいんですけれども、講師料２０万てすごいなと

思って。たまたま私、島ヶ原の歴史講演会、この３月２日に行ってきまして、これは観光協

会主催なんですけれども、この方は、ヨシダ先生、私もよく知っているんですけれども、た

またまおられて、恐らくそのときも、私も２年ほど前ですか、町でボランティア会の関係で

２時間ものの講演をさせていただいて、５，０００円いただいて、あとちょっと引かれて

４，５００円ぐらいやったか、もらった経緯があるんです。 

  そうすると、そのときも私、企画観光課やったか誰かに、そういう講師謝礼料の条例とい

うか、例えば大学の先生やったら１時間何ぼ、２時間何ぼとか、本来なら条例をつくってし

かるべきものだと思うんです。いきなりこういうふうに講師料２０万というから、そういう

言い方、ちょっと質問したんですけれども、できれば、きっちりした講師謝礼の条例という

のをつくっていただければありがたいと思います。 

  私、たまたま５，０００円、２時間もの、安いか高いか別にして、あと大学のテラヌマ先

生とか、ナカツガワ先生とか、それから奈教大のマエダ先生とか、あの方は我々より高いと

思うんですけれども、できれば町で今後講師謝礼の条例をつくって、条例じゃなくても、規

程というか、そういったものをつくっていただければ、たまたま載っていたんで、２０万て

びっくりしたから質問させていただきました。そういうことでよろしくお願いします。 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  今回の議案第１９号、平成２５年度笠置町一般会計予算の件に反対の立場から討論します。 

  私は、以下の２点が問題だと思います。 
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  まず１点目は、同和関係の予算が多く計上されているということです。 

  行政が公正公平な運営をするというのは当然のことです。今回の予算案には同和関係のも

のが幾つも計上されています。同和の差別の問題を取り上げること自体は、人権という視点

からは、内容によっては予算化もあり得ることです。しかし、人権の問題は、同和だけでな

くさまざまなものがあります。ところが、予算上は同和関係が多く、特別に扱われているよ

うな予算案となっています。こうした特別な扱いは問題です。 

  ２点目は、各特別会計の繰り入れをふやすなどして、住民の福祉の充実をさせる予算にな

っていないということです。笠置町では、介護で言えば受けられないサービスも多く、また

施設介護サービスを実施するという方向にも進んでいません。 

  こうした観点から、今回の予算案に反対を表明し、討論とします。 

議長（西岡良祐君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第１９号、平成２５年度笠置町一般会計予算の件

は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手多数です。したがって、議案第１９号、平成２５年度笠置町一般会

計予算の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第２、議案第２０号、平成２５年度笠置町国民健康保険特別会計予

算の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２０号、平成２５年度笠置町国民健康保険特別会計予算の提案理

由を御説明申し上げます。 

  ２５年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ２億３，４３２万１，０００円を計上し、対前

年では３．６％の増額となっております。 

  主な提案内容は、歳入では対前年、保険税で１２１万７，０００円減額の４，１２５万

８，０００円、前期高齢者交付金８７６万８，０００円増額の７，７１４万８，０００円、

共同事業交付金で６２５万５，０００円増額の３，２３９万７，０００円の計上でございま

す。歳出では、保険給付費で対前年１，１９３万８，０００円増額の１億７，０７０万
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４，０００円を計上しております。 

  ２３年度決算では、実質単年度収支で黒字となっておりますが、２４年度の一般被保険者

医療給付費の伸びにつきましては、対前年１．３９倍の伸びを予想しているところです。

２５年度につきましても非常に厳しい財政運営が予想される会計でございますが、より一層

適正な執行に努めてまいります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続いて議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 議案第２０号、平成２５年度笠置町国民健康保険特別会計予算につ

きまして御説明申し上げます。 

  予算書案の９ページ、歳入からお願いいたします。 

  歳入、国民健康保険税でございます。一般被保険者、退職被保険者等ということで分かれ

ておりますが、国保につきましては、後期高齢者制度ができて以来、微減傾向にあります。

７５歳になられれば必然的に後期に移られる、加入者もそれに比べて微減傾向にありまして、

その分、保険料が落ちてきているということのあらわれでございます。保険税全体では、

１０ページに計が出ておりますが、上段に出ておりますが、対前年１２１万７，０００円減

の４，１２５万８，０００円を見込んでいるところでございます。 

  それから、国庫支出金でございます。一般被保険者の療養給付費と高額療養費の見込みが、

昨年度当初より約１，０００万円の医療費の伸びを見ております一方、国庫支出金等の控除

財源、補助金を算定するに当たって控除する財源として前期高齢者交付金があるわけでござ

いますが、この見込みを９００万円ふやしておりまして、実質的には、医療費が伸びる中で

若干の伸びにおさまっているというふうな傾向にございます。１目の療養給付費等負担金は

５２万５，０００円増の３，７２６万４，０００円、それから高額療医療費共同事業負担金

につきましては１０万６，０００円増の１８１万５，０００円、特定健診等負担金、対前年

２万１，０００円減の２０万８，０００円、これは定額の３分の１をここに計上しているも

のでございます。特定健診の分でございます。 

  それから、次のページへまいりまして、国庫支出金、国庫補助金、財政調整交付金、国庫

と同様の要因でございまして、１３万７，０００円対前年で増加の１，０００万円を計上さ

せていただいております。 

  次に、４款の療養給付費交付金、これは退職者医療の給付費に対して交付される交付金で

ございますが、退職者医療費の見込みを昨年度より約１７０万円増を見込んで、退職者の保

険税で約３０万円減を見て、合わせて１９０万円の増となっておるもので、予算的には
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８９８万２，０００円を計上させていただいております。 

  それから、前期高齢者交付金でございます。対前年８７６万８，０００円増の

７，７１４万８，０００円を計上させていただいているところでございます。笠置町の前期

高齢者比率につきましては、全国平均をかなり上回っておりまして、この交付金が対前年よ

りも増加というふうな見込みを立てております。 

  それから、６款の府支出金、府負担金、この中には高額医療費共同事業負担金、特定健康

診査等負担金がございますが、国庫と同様の考え方でございます。高額医療費については全

く同額、１０万６，０００円増の１８１万５，０００円が計上されております。それから、

特定健診につきましも、これは国庫と同様の３分の１、府で３分の１、町で３分の１という

ふうな財源区分になっております。 

  それから、１２ページ、府支出金、府補助金のほうでございますが、これも重複する説明

でございます。国庫と同様でございまして、１０万９，０００円増の７７７万７，０００円

を計上しているところでございます。 

  ８款の共同事業交付金、これは対前年では４９０万円なり１３０万円なり、合わせて

６２０万円余りが対前年でふえておるわけでございますが、昨年の当初は、この共同事業交

付金の試算をするのに国保総合システムというものが使われているわけでございますが、そ

れがふぐあいが生じまして、暫定金額を計上しておりました関係上、こういう伸びが生じて

しまったというふうなことでございます。共同事業交付金につきましては、３，２３９万

７，０００円を計上させていただいております。 

  繰入金につきましては、ほぼ昨年と同様でございます。若干、保険基盤安定分、これは

７割、５割、２割の軽減者の制度に対する分と実際に目減りする分、町の負担がふえる分、

２つの分野がございますが、その分で、対前年では２４万円の減を見込んだことによりまし

て、その比較で１７万６，０００円が出てきていると。１，１５６万円一般会計から繰り入

れる予定をしております。出産育児一時金につきましては、２名を見させていただいており

ます。 

  それから、１３ページにまいりまして、財政安定化支援事業繰入金１５０万円ですが、地

財措置分でございます。一般会計繰入金１４９万９，０００円でございますが、これは国保

で使います総務費相当分を計上しているものでございます。 

  繰越金につきましては、本年度は、３７３万２，０００円は十分２４年度で繰り越せると

いうふうな見込みの中、計上しておるものでございます。 
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  諸収入以下は、説明は省略させていただきます。 

  それから、１５ページ、歳出のほうの主なものを御説明させていただきます。 

  まず、総務費、総務管理費では、６万３，０００円前年より増加する１１０万

２，０００円を見させていただいておるわけでございますが、実は２６年度より、今の被保

険者証、世帯者証といいまして、被保険者が１枚の紙で皆さん連名で使っていただいている

んですが、利便性が悪く、世の流れも個人票に変わりつつありますので、２６年度に向けて、

備品購入費で４万３，０００円見させていただいておりますが、それに係る費用、あるいは

消耗品費の印刷のほうで、それに係る分を計上させていただいたというのが特徴でございま

す。 

  それから、１６ページの保険給付費でございます。保険給付費の療養諸費、笠置町の場合

は、もう御承知とは思うんですが、分母が小っこうございます。一般被保険者で言えば月

１，０００万前後の療養費の請求、これは自己負担を当然除いた分でございますが、請求が

ございますが、年によってもかなりのばらつきがございます。なおかつ分母が小さいという

ことで、比率としては偏りやすい傾向にありまして、なかなか予測は立てづらいところなん

ですが、全国的にはやはり医療費というのは年々ふえるというのは、もう承知いただいてい

るところでございますが、主に３カ年の平均、２２年度の実績、２３年度の実績、２４年度

の見込みと、今、１月診療分まで出ている分がございますが、それとあと２月、３月を見込

んで、それの平均値を採用させていただいた。その結果、保険給付費全体では１，０６８万

円、昨年度よりふえるという見込みを立てさせていただいて、１億５，３３０万

９，０００円の予算を計上させていただいたところでございます。 

  それから、１７ページの高額療養費につきましても、療養費のほうで伸びますと必然的に

高額も伸びるというふうな考えでよかろうかと思いますので、それに引きつられて対前年で

１２５万８，０００円の増、１，６２５万３，０００円の計上をさせていただいたというこ

とでございます。 

  それから、１７ページの下段の保険給付費の出産育児諸費で、入のほうでもありましたが、

８４万円、これは２名を見させていただいております。国保の被保険者の方が出産された場

合４２万円の一時金を支給させていただく。 

  それから、葬祭費につきましては、被保険者の方がお亡くなりになられましたら３万円を

支出させていただいて、１０名分を見させていただいて３０万円でございます。 

  それから、後期高齢者支援金等、それからその次、１８ページの一番下段、前期高齢者納
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付金等につきましては、給付費と同様に２２、２３、２４年度の額を平均しております。違

いますのは、それぞれ年度もう既に確定した額でございまして、それの平均をとらせていた

だいた額でございます。後期高齢者支援金等につきましては３４万９，０００円減の

２，３９６万８，０００円。それから、前期高齢者納付金等につきましては、３，０００円

減の７万４，０００円の計上です。 

  それから、１９ページ、老人保健拠出金のほうでございますが、これも一般会計のときに

御説明申し上げましたけれども、時効中断を考えれば半永久的に続いてしまうわけで、その

制度自体、今、新たな高齢者の医療制度のあり方というところで、町村にずっと計上さすの

かというふうなことも議論されていまして、またそのお見きわめにより廃款となるようなも

のでございますが、現状としては、旧老人保健で医療費請求があった場合、拠出金が生じる

ものでございまして、７，０００円を計上させていただいています。 

  それから、介護納付金につきましては、対前年３０万２，０００円増の１，０６５万

９，０００円を見ております。 

  それから、共同事業拠出金、１９ページの最後でございますが、１目と３目が主な事業で、

あとは事務費の関係でございまして、高額医療費共同事業医療費拠出金につきましては、こ

れは自己負担、一般の方でしたら８０万以上が高額医療費の対象となりまして、給付費でふ

えている分、これもふえるだろうということで７２６万３，０００円、それから保険財政に

つきましては、反対に４０９万５，０００円減額しているものでございますが、これも国保

システムなり国保連合会の試算によるものでございまして、これが１件８万から８０万まで

のはざまを埋める共同事業の負担金でございます。 

  それから、８款の保健施設費、人間ドック、昨年並みの１１３万円、４万円増加しており

ますが、約３０名分上げさせていただいています。 

  それから、保健施設費で、特定健康診査事業費として、特定健診の事業費をここで上げさ

せていただいておると。一般会計と合同で事業をして、国保の対象者だけはこちらのほうの

会計で命令書を切らせていただいておるというふうなことになります。 

  最後の２１ページは、以下説明は省略させていただきます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ４番、西村です。 

  国保の短期証の発行は、申請があれば即発行されるのか、また何か条件をつけられるのか、

１点お聞きします。 
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  それと、保険基盤安定繰入金に関してですが、国保の被保険者の方で、国保料の７割、

５割、２割の減免を受けておられる方の人数をお聞きします。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） まず、短期者証の発行でございますが、２２年度に滞納が京都地方

税機構に移管しました。それまでは、窓口に来られた場合は、納税誓約なり、あるいは具体

的に納税をいただくとか、そういうふうな一定の条件がございましたが、今、滞納について

はもう地方税機構に行っておりますので、これは義務ではございませんが、窓口に来られた

場合は、短期者証の方はもう滞納されている方が対象となりますので、地方税機構との連携

を必ずとっていただくというふうなことをしております。 

  取りに来られるというのは、医療にかかられることが前提ですので、これはもう窓口とし

ても、人道的な立場から拒否することは今までもありませんでしたし、これからもありませ

ん。ただ、やはり税の公平性がありますので、納税の促進はより一層していく立場というこ

とで、御理解いただければと思います。 

  あと、保険基盤安定の負担金に係る分につきましては、２４年度で今出ておりまして、世

帯数になります。７割減免で適用されている方、これが１２９世帯、それから５割減免が

４７世帯、２割減免が９９世帯というふうな集計、合計すると２７５になるかと思うんです

が、そういう数字で対応させていただいております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 今の答弁をお聞きしますと、短期証の発行については、滞納後について

は税機構に行っておるので、窓口に来られたら、少し、短期分でも納めてくださいとか、そ

ういう話もなくて、もう即発行されるということですか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ちょっと誤解を生むような発言やったかもしれませんけれども、そ

ういう意味じゃなくて、納税を促進させていただいた上で発行していただく。実際にやって

おりますのは、地方税機構ととりあえず連絡をとっていただく。窓口で役場の電話を使って

連絡をとっていただく、いついつ納税相談に伺いますと。あるいはまた、地方税機構に移管

してへん分について、現年度の分については、実際に役場の窓口で、払わなかったら次に機

構に行ってしまいますんで、できるだけそういうのをなくすために、この分については何と

か納めることはできるでしょうかということをお伺いして、促進をさせていただいて、その

上で発行させていただいている。 
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  だから、現年度分も払えへんねんという、仮に今手持ちがなくて払えへんねんと言われて

も、短期者証は拒否していません。実態の例としてはないです。幾らか納めていただいてい

るというのが現状です。 

議長（西岡良祐君） 石田春子君。 

６番（石田春子君） ６番、石田です。 

  ２点ほど、国保税の代価で応益割と応能割、負担割合はどのようになさっているのか、世

帯数でいくのか、人員でいくのか、所得でいくのか、資産でいくのか、負担割合はどのよう

になっておりますか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ただいまの御質問ですが、今、応能割、応益割ということだったん

ですけれども、後期高齢者医療制度が導入されてから応益割が比較されますのは、医療分、

保険税には医療分、介護分、後期高齢者支援金分という３つの税の構成をしておりまして、

税の一番理想的な形は、応能益割は５０、５０がやはり妥当だろうと言われております。そ

れを外れてしまいますと、上下５５という数字がいずれか外れてしまいますと、調整交付金

に影響を受けるというふうな制度になってございます。 

  その比較されるのが医療分の応能応益割でございます。保険税の実際の賦課額の比率です。

保険税は、所得割と資産割と世帯割と均等割、所得割と資産割というのは応能です、能力が

あると。応益が均等割と平等割になります。全体の国保税のうち、所得割と資産割を足した

のが応能割になります。その割合でございますが、笠置町の場合、２４年度の試算では

５２％というふうなことで、一応基準の中におさまっているというふうなことが結果として

出ております。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） ほかに。向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  国保全体の制度についてお聞きしたいのですが、１２ページには、一般会計からの繰入金、

特にふえておらず、１７万６，０００円とわずかに減っています。国保税は大分高くて、生

活を圧迫していると思うんですが、今後、一般会計をもっとふやして、やはり国保税を下げ

ていくという方向を示さなければ、命を守るという医療の観点から言うと矛盾するんではな

いかと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 恐らく制度的な話が柱になってくるかと思いますが、笠置町は今、
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十数年国保税の値上げをしておりません。国保税が笠置町は高いということは、実態を調べ

られて、できたら再認識してほしい。安いこともありません。ただ、中堅といいますか、最

高レベルではないというのは、調べていただいたらわかっていただけるかと思います。 

  あと、一般会計の繰り出しをふやせということでございますが、お答えとしては、法定繰

入金のお願いをしていると、それ以上については、一般会計との関係でしていないというふ

うなお答えにとめさせていただきたいと思います。以上です。 

議長（西岡良祐君） 向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  また制度のことにはなるんですが、笠置町の国保税条例を見ますと、資産割が医療分だけ

４０％という形で出ています。ほかの南山城村とか和束町を調べてみますと、医療分、支援

分、介護分、合わせて、和束町では２６％、南山城村では３０％となっているんですが、笠

置町だけ少し資産割が高いのではないかというふうに思うんですが、これらの見直しという

のはどのようにお考えでしょうか。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 資産割４０というのは、確かに笠置町は特化しています。これは、

固定資産税に係ってくる部分でございまして、評価に影響してきます。国保税全体で資産税

が占める割合というのは高くございません。４０％というのが笠置町は特化しているように

思うんですが、税額では特化していなかったように思います。あと所得割、医療分では

６．９等々足して、３つ合わせれば９．何％なるんですが、郡内では１１％とかというふう

な町村がございます。 

  先ほど言いました応益割、応能割の比率もありますけれども、応益割で５２％、いわゆる

資産割で４０％見直せというふうな話と、応益割で今５２％いっているという観点から言え

ば、今の現状では見直す必要はないと、それを見直すならば所得割をいじらなくてはいけな

いというふうなことにもなってきますので、非常に微妙な手腕が必要になってくると思いま

す。今の現状のところ、やり直すことは考えておりません。 

  ただ、情勢がどうなるか、医療費の動向で高額医療が数カ月続くと、やはり保険料見直し

というのも今後当然必要になってくるかと思いますので、そのときはあわせて検討させてい

ただきたいと思います。 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 
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  まず、原案に反対者の発言を許します。向出健君。 

２番（向出 健君） 議案第２０号、平成２５年度笠置町国民健康保険特別会計の件に反対の

立場から討論します。 

  今度の会計は、命と暮らしを守る予算になっていない。それは、国保にあって、これまで

保険税を下げるという方向ではなく、全体としては上げるという方向、先ほどの答弁ではこ

こ最近では上げていないということでしたが、国保の負担自体はやはり生活を大分圧迫する

というぐらい高く、命を守るための国保がその負担のために生活が苦しくなり、逆に命を脅

かすことがあるというのは問題だと思います。 

  今回の予算も、一般会計からの繰出金をふやして国保税を引き下げる、住民の命と暮らし

を守るというものになっていません。もっと繰出金をふやして、国保の負担を下げることを

求めます。以上の理由から予算に反対することを表明し、討論を終わります。 

議長（西岡良祐君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２０号、平成２５年度笠置町国民健康保険特別

会計予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手多数です。したがって、議案第２０号、平成２５年度笠置町国民健

康保険特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第３、議案第２１号、平成２５年度笠置町簡易水道特別会計予算の

件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２１号、平成２５年度笠置町簡易水道特別会計予算の件の提案理

由を御説明申し上げます。 

  平成２５年度予算額は、６，３００万１，０００円を計上いたしております。 

  主な歳入につきましては、使用料が３，３００万円、一般会計からの繰入金２，８１５万

７，０００円でございます。歳出の主なものは、一般管理費で６８９万８，０００円、衛生

費の賃金で９１万６，０００円、需用費で６８３万７，０００円、役務費で１１６万

２，０００円、委託料で６３７万５，０００円、また公債費の元金、利子を合わせまして
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３，６６３万７，０００円でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続いて議案の説明を求めます。建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） 平成２５年度笠置町簡易水道特別会計予算の件の御説明を申し

上げます。 

  議案書の６ページをお願いいたします。 

  ６ページの上からですけれども、歳入から御説明申し上げます。 

  分担金及び負担金、分担金といたしまして、衛生費分担金、これは給水工事の分担金でご

ざいます。２０万円を計上させていただいております。 

  次に、使用料及び手数料、使用料、衛生費使用料、これは水道の料金でございまして、

３，３００万円を計上させていただいております。基本料金が１，０６８万４，０００円、

超過料金が２，２２１万６，０００円、また滞納分といたしまして１０万円を計上させてい

ただいております。料金につきましては、昨年料金改定を実施いたしましたので増額となっ

ております。滞納分につきましては、９月以降に補正の予定でございます。 

  続きまして、使用料及び手数料、手数料といたしまして、衛生費手数料１万７，０００円、

これは簡易水道手数料でございまして、検査手数料と給水工事の事業者手数料でございます。 

  次に、財産収入といたしまして、財産運用収入、利子及び配当金で２万５，０００円、こ

れは財政調整基金の利子と減債基金の預金の利子でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ７ページの繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金といたしまして２，８１５万

７，０００円を計上させていただいております。内訳といたしましては、起債分が

１，９５３万９，０００円、同対分６９万１，０００円、起債償還財源補塡分が７９２万

７，０００円でございます。一番上の起債分が基準内の繰入金に当たるものでございまして、

下の２つが基準外に当たるものでございます。 

  次に、繰入金、基金繰入金といたしまして、減債基金繰入金１５０万円を計上させていた

だいております。これは、飛鳥路の簡易水道の起債償還のための基金でございます。それを

取り崩すものでございます。 

  続きまして、繰越金、繰越金といたしまして１０万円を計上させていただいております。

これは前年度の繰越金でございまして、決算確定後、９月以降に補正する予定となっている

ものでございます。 

  次に、諸収入、預金利子、預金利子といたしまして２，０００円を計上させていただいて
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おります。 

  その次に、雑入につきましては、本年度はございません。 

  次のページの８ページをお願いします。 

  歳出、総務費、総務管理費、一般管理費といたしまして６８９万８，０００円を計上させ

ていただいております。この中で、９節の旅費８，０００円と１１節の需用費１万円以外に

つきましては、人件費に係るものでございます。本年度、対前年度と比較して下がっており

ますのは、２５年度より職員の業務分担の見直しを考えておりまして、簡水会計の職員を

２人から１人でするということから、この金額になっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  上水道費、簡易水道施設費といたしまして１，９３６万６，０００円を計上させていただ

いております。 

  内訳といたしましては、賃金９１万６，０００円、維持補修の賃金３２万８，０００円、

取水・浄水場の見回り等が５８万８，０００円でございます。 

  その次に、報償費といたしまして、集金人さんの報償費１４万３，０００円を計上させて

いただいております。 

  次に、旅費１万５，０００円、普通旅費でございます。 

  次に、１１節の需用費といたしまして６８３万７，０００円でございます。内訳といたし

ましては、消耗品費、これは浄水場等で使用しますパック、塩素等の費用でございます。

９５万１，０００円。燃料費、公用車の燃料費でございます。それから印刷製本費、これは

納付書、テレメータ等の用紙の料金でございます。続きまして、光熱水費４００万円を計上

させていただいております。これは４つの浄水場の電気料金の合計でございます。続きまし

て修繕料、機械の修繕料といたしまして１００万円を計上させていただいております。機械、

設備等の諸修繕費でございます。次に車検整備代、給水車、軽トラ等の車検代でございます。 

  続きまして、１２節の役務費１１６万２，０００円を計上いたしております。通信運搬費

といたしまして９５万円、テレメータとか電話代に係るものでございます。次の手数料９万

６，０００円につきましては、口座振替に係るものでございます。それから、自動車損害保

険料、公用車の保険料でございますけれども、６万８，０００円。集金人さんの保険料が

４万円、供架料といたしまして８，０００円を計上いたしております。 

  次に、委託料６３７万５，０００円、内訳といたしましては、水質検査に１４０万円、健

康診断に１万円、急速ろ過機の保守、笠置簡易水道に係るものでございますけれども、
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２８８万８，０００円。浄水装置保守ということで、有市簡水、東部簡水に係るものが

５９万円。次のページに移りまして、減圧弁及び安全弁保守点検、これは笠置簡水に関係す

るもので８５万１，０００円。それから、笠置配水池の避雷針の保守点検が６万

９，０００円。薬品注入器及び薬液槽清掃ということで、４つの浄水場に係るものが５６万

７，０００円を計上しております。 

  続きまして、使用料及び賃借料５３万６，０００円、土地の使用料、借地料ですけれども、

それと修理機械の使用料でございます。 

  続きまして、工事請負費で３０万円、これは応急的な工事に係るものでございます。 

  原材料費といたしまして４０万円、これは修繕等に係る材料費でございます。 

  次に、償還金利子及び割引料５，０００円、水道使用料の還付金等でございます。 

  次に、積立金２万５，０００円、財政調整基金の利子の積立金と減債基金の利子の積立金

でございます。 

  最後に、公課費ということで２６５万２，０００円を計上させていただいております。こ

れは、消費税及び地方消費税が２６１万３，０００円と、自動車の重量税が３万

９，０００円でございます。 

  次に、３款の公債費、公債費、元金、公債費の元金をいたしまして３，０２７万

５，０００円を計上させていただいております。これは長期債の元金でございます。 

  次のページの１１ページに移りまして、公債費の利子の分ですが、６３６万２，０００円

を計上させていただいております。償還金利子及び割引料でございまして、これは長期債の

利子でございます。 

  最後に、予備費といたしまして１０万円を計上させていただいております。以上でござい

ます。よろしくお願いします。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 繰入金２，９６５万７，０００円を繰り入れられております。この金額

は法定内か法定外の繰り入れなのかお聞きをします。 

  それと、水道設備も更新も進んで、トラブル発生も減少すると思われる中で、時間外手当

が前年度よりふえております。どういう見越しを立てておられるのか、あわせてお聞きしま

す。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） ただいまの御質問にお答えいたします。 
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  １点目が繰入金のことでございます。ちょっとわかりにくかったかと思いますけれども、

７ページの繰入金の一般会計繰入金の中で、２，８１５万７，０００円の内訳といたしまし

て、起債分、同対分、起債償還財源補塡分という３段階になっております。一番上の起債分

１，９５３万９，０００円が基準内の繰入金でございます。あとの２つが基準外の繰入金と

なっております。 

  それから、時間外勤務の話をされましたけれども、先ほど申しましたけれども、２５年度

からは職員のほうの分担を見直して、現実には１人体制という、この予算ではそういうふう

になっておりますけれども、課内が１つになっておりまして、一般会計の分と簡易水道会計

の分というのが同じ人がやっている分も中にはございます。応援体制という形になっていま

すが、予算はあくまでも１人ですが、この中で、町内いろんな、例えば外に出る業務やいろ

んな関係もありますので、そのところでできるだけ見直して、２人ということで計上してお

りましたけれども、実際２人では多い、１人では少ないというふうなところがございますの

で、その辺を課内で再検討しまして、何とかいけるように１人体制ということに持っていき

まして、一般会計の繰入金を減らそうという目標でやっております。ですから、その辺で、

また今後、中の細かい分担をやりますけれども、超過勤務につきましては、昨年の当初より

も多い計上になっております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 西村典夫君。 

４番（西村典夫君） ９ページの委託料、水質検査のことについてであります。先ほど、住民

課が管理しておられる水質検査については、ホームページで公開をしていると、そういうこ

とを言われました。この水質検査の結果について公表をされておりますか。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） ただいまの御質問ですけれども、以前にそのような質問はいた

だいたと思います。そのときに、検討するということでお答えさせていただいたと思います。

まだ、いろいろ中身については検討しておりますが、近日中にできるようにするということ

で検討しまして、近隣の市町村もやられておりますので、それにあわせて何とかしたいと思

います。現時点ではまだやっておりません。以上です。 

議長（西岡良祐君） 西村典夫君。 

４番（西村典夫君） 打滝川の上流に取水口がございます。その上に、昔、産廃の不法投棄を

ずっとされていたということで、汚水がその上流から流れ込んできているということで、住

民の方から水道の水は大丈夫かという声を、心配をされている方がたくさんおられるわけで
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すから、早急にこの結果を笠置のお知らせ版にでも載せていただく、そういう手だてをお願

いする次第でございます。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） ただいまの御質問ですけれども、打滝川の、ずっと以前にその

ようなことがあったということで、以前に西村議員さんからも御指摘を受けまして、また水

質検査の箇所も、本来やる場所プラス１カ所ということでずっと継続してやっております。

特に異常な結果は出ておりませんので、先ほども申しましたように、できるだけ早い時期に

皆さんにお知らせできるようにしたいと考えております。以上です。 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  議案第２１号、平成２５年度笠置町簡易水道特別会計予算の件について、反対の立場から

討論をします。 

  反対の理由は、水道料金の同和減免を平成２５年度もしているということです。平成

２５年度では、一般世帯で基本料金が１，３００円、減免世帯では１，１５０円、追加料金

では、一般世帯が１５０円、減免世帯が１３０円ということで、特定の世帯だけ特別扱いに

しています。そういった問題を反対の理由として、討論を終わります。 

議長（西岡良祐君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２１号、平成２５年度笠置町簡易水道特別会計

予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手多数です。したがって、議案第２１号、平成２５年度笠置町簡易水

道特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。 

  これより１０分間休憩いたします。 

休  憩   午後３時５８分 

再  開   午後４時０８分 

議長（西岡良祐君） 休憩前に引き続き再開します。 
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──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第４、議案第２２号、平成２５年度笠置町介護保険特別会計予算の

件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２２号、平成２５年度笠置町介護保険特別会計予算の提案理由を

御説明申し上げます。 

  ２５年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ２億１，５７３万円を計上し、対前年では

８．６％の増額となっております。 

  主な提案内容は、歳入では対前年、保険料で４６万８，０００円増額の３，５９８万

２，０００円、国庫支出金で４１２万６，０００円増額の５，０１１万３，０００円、支払

基金交付金で３２５万円増額の６，０４４万５，０００円、府支出金で２７０万

５，０００円増額の３，１６３万７，０００円を計上いたしております。歳出では、対前年、

総務費で５５万９，０００円減額の２９７万円、保険給付費で１，８４７万５，０００円増

額の２億６１５万２，０００円を計上いたしております。 

  ２３年度決算では、実質単年度収支の黒字となっておりますが、２４年度の居宅介護給付

費の伸びにつきましては対前年１．１倍、施設介護給付費の伸びにつきましては１．０５倍

の伸びを予想しているところでございます。２５年度につきましても非常に厳しい財政運営

が予想される会計でございますが、より一層適正な執行に努めてまいりたいと思います。よ

ろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続いて議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 議案第２２号、平成２５年度笠置町介護保険特別会計予算につきま

して御説明申し上げます。 

  予算書の８ページ、歳入のほうからお願いいたします。 

  まず、保険料でございます。対前年４６万８，０００円増の３，５９８万２，０００円の

収入を見込んでおります。要因といたしましては、昨年度当初につきましては、３カ年で見

直すことになっておりました保険料の増額分、当初では見込んでおりませんでして、その分

が増額というふうなことになっております。 

  それから、中段以降、国庫支出金から説明申し上げますが、以下、国なり府なり支払基金

交付金なりがあるわけでございますが、これは出と連動を当然しておりまして、主な要因と

しましては、施設介護、施設に入所される方、あるいはサービスを受けられた方というのが、
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見込みが対前年でふえております。それから、居宅介護も対前年に比べて利用が増しており

ます。合わせて１，５００万程度の歳出の増に伴って歳入が増加されております。これから

御説明、個々には申し上げます。 

  それから、一方、地域支援事業費というのが歳入でも出てくるわけでございますが、それ

につきましては、包括支援センターの運営あるいは町が実施する介護予防事業、この事業の

内容を精査しまして事業費を減額しておりまして、それに係る補助金についても減額となっ

ているものでございます。 

  まず、国庫支出金、国庫負担金につきましては、対前年３２１万５，０００円増の

３，６１５万６，０００円。 

  その次に、国庫支出金、国庫補助金、調整交付金につきましては１１１万７，０００円増

の１，２３７万円。 

  それから、次のページ、９ページ、国庫支出金、国庫補助金、地域支援事業交付金（介護

予防事業）につきましては２０万６，０００円減額の５７万円、それから地域支援事業交付

金（包括的支援事業・任意事業）については昨年度と同額の１０１万７，０００円。 

  それから、支払基金交付金につきましては、これは全体で申し上げますが、前年度より

３２５万円増額の６，０４４万５，０００円を計上しております。 

  それから、府支出金、府負担金２８０万７，０００円増額の３，０８４万４，０００円。 

  それから、９ページから１０ページにかけまして府支出金、府補助金、これは一括して御

説明申し上げますが、１０万２，０００円減額の７９万３，０００円でございます。 

  それから、１０ページの最終、繰入金、介護給付費繰入金、これは一般会計で介護給付費

に対して繰り入れる分でございまして、法定１２．５％、その額が２３１万７，０００円増

額の２，５７６万９，０００円を計上しておるところでございます。それから地域支援事業、

２目、３目とそれぞれ上がっております。２目の介護予防事業につきましては１０万

２，０００円減額の２８万５，０００円。それから、３目の包括的支援事業・任意事業の分

については同額の５０万８，０００円。それから、その他一般会計繰入金、これは事務費、

総務費相当額でございまして２９７万円、対前年５５万円ほど減額しておりますが、昨年は

保険料改定に伴いまして、パンフレット等を臨時で購入させていただいたものでございます。 

  １１ページ、繰入金、基金繰入金３３万３，０００円。ここで１つ、目の番号の訂正をお

願いいたします。１１ページの一番左上の「３ 介護給付費準備基金繰入金」となっており

ますが、実は「１ 介護給付費準備基金繰入金」でございます。修正をよろしくお願いいた
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します。 

  その１１ページの一番上段の１目介護給付費準備基金繰入金につきまして、この制度は昨

年の保険料改定時に、もとは国なんでございますが、京都府を通じまして、保険料が、この

医療費だけの伸びを勘案しますと急激に伸びるであろうと、それを緩和するために、各市町

村にそれ相応の基金を積み上げて３年で給付費に充当しなさいという、それが笠置町の場合、

いろんな計算過程があるんですが、１００万円いただいています。それを３年で取り崩して

いくと。２５年度については３３万３，０００円、それから２４年度取り崩しておりません

ので、２６年度では残りの６６万７，０００円を取り崩す予定をしております。 

  それから、繰越金につきましては、７６８万２，０００円の予算を見させていただいてお

ります。 

  諸収入以下は説明を省かさせていただいて、１２ページの歳出、総務費につきましては、

特に昨年と変更ございません。１２８万４，０００円の予算。 

  それから、下段の介護認定審査会費でございます。まず認定調査等費につきましては、去

年、認定調査の件数を１４５件で見ていたんですが、実態を考えまして１４０件でいけるだ

ろうということで、若干の減額をしております。５７万１，０００円。それから、認定審査

会委託負担金、これは東部３町と精華町で、事務局は京都府で運営していただいております。

それの事務費的なものでございます。９９万９，０００円でございます。 

  １３ページにまいりまして、保険給付費にまいります。まず２款の保険給付費、１項介護

サービス等諸費、これがいわゆる要介護者１から５ございますが、その方々が受けるサービ

スの予算でございます。項目としては１目から６目まで、居宅介護、地域密着型介護サービ

ス、施設介護、それから介護予防福祉用具購入、介護住宅改修、６目につきましては次ペー

ジにわたりますが、個々の介護サービスの計画をする費用でございます。メニューを決める

費用でございます。合わせて１，５１２万３，０００円対前年より増加した１億

７，６０４万７，０００円の予算を計上させていただいているところです。この予算の立て

方は、国保でも御説明申しましたが、２４年度につきましては実績から推計して、その部分

を２５年度の予算に反映させていただく方法をとらせていただいています。各々のサービス

の説明は省かさせていただきます。 

  それから、１４ページの上段から中段ですが、保険給付費、介護予防サービス等諸費でご

ざいます。これは要支援１、２の方が受けられるサービスの項目でございます。１目から

４目まで、介護予防サービス給付費、それから介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修
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費、介護予防サービス計画給付費というふうなことでございますが、これは対前年で申しま

すと、１３４万３，０００円減った１，１６１万５，０００円の計上をさせていただいてい

るところです。要支援のほうでは減額をしているところでございます。これは、先ほども言

いましたように、２４年度の実績数値を参考にさせていただいております。 

  それから、１５ページにまいります。 

  中段の保険給付費、高額介護サービス等費でございます。１目は要介護者、それから２目

は要支援者に対しての高額介護サービス費ですが、やはり給付費増加に伴いまして、これも

引き連れて上がってきます。合わせて７６万２，０００円増の４６０万８，０００円の予算

を計上しております。 

  それから、１５ページ下段の保険給付費、高額医療合算介護サービス費でございます。こ

れは、介護保険と医療保険を合算した年度の限度額というのがございまして、それを超えた

分の介護の分の費用でございます。１目、２目とも要介護者と要支援者それぞれ出しており

まして、対前年で言いますと１７万５，０００円増の１１６万８，０００円を計上している

ところでございます。 

  それから、１６ページで、上段の保険給付費の中で、特定入所者介護サービス等費という

のが出ておりまして、これも当然、給付費の増加に伴ってふえる項目でして、施設に入られ

ている方で所得層の低い方には、居住費、それから食費の限度額がそれぞれございます。そ

れを超えた分に対して給付をするものでございまして、合わせて対前年で言えば３７３万

８，０００円増の１，２４５万５，０００円を計上させていただいているところでございま

す。 

  それから、説明当初、事業の見直しにより減額したということを申し上げたところですが、

３款の地域支援事業費でございます。まず介護予防事業費で、１目介護予防二次予防事業費、

２目介護予防一次予防事業費というふうな書き方をしているところでございますが、二次と

いいますと、昔の特定高齢者という範疇でございまして、より必要性の高い方、予防事業を

必ず受けていただきたい方を対象にする事業でございます。それが８万８，０００円減額し

ているところでございますが、２１７万５，０００円の予算を計上しています。それから一

次については、今後介護のサービスを受ける、このまま何もせずにしていたら受けてしまい

ますよ、予防してくださいねというふうな、ちょっと症状の軽い方を対象にした予防事業で

ございまして、これにつきましては事業実績が、効果が、実績が見込まれませんので、違う

事業に転換させていただきたい。一般事業で申します予防事業に転換して充実を図っていき
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たいというふうに考えております。 

  それからあと、１６ページの下段の地域支援事業費、包括的支援事業・任意事業費につき

ましては、１６ページにつきましては包括的支援センターの運営費でございます。 

  それから、１７ページをめくっていただきます。３目、４目も包括支援センターの運営費。

それから、５目に任意事業費というのがございますが、これは笠置町独自の事業でございま

して、具体的には２つのメーン事業がございます。紙おむつの助成事業、それから介護者の

お世話をいただいている方に対して、年１回激励事業を実施しているというふうな事業の予

算でございまして、８８万円を例年に倣って計上させていただいているというふうなもので

ございます。 

  最後に、１８ページにまいりまして、諸支出金の償還金及び還付加算金につきまして、

１目のほうで過年度の保険料の還付、それから２目のほうで国庫等の過年度の精算金の額を

計上させていただいているところです。合わせて７０万円、これも対前年同額でございます。

以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  議案第２２号、平成２５年度笠置町介護保険特別会計予算の件に反対の立場で討論をしま

す。 

  この予算では、介護サービスや介護施設の整備をする予算とはなっていません。介護サー

ビスでも受けられないサービスがたくさんあり、また町にもっと施設をつくって充実すると

いう方向も示されていません。この笠置町では高齢者も多いので、もっと介護を充実した予

算とすることを求めて、反対の討論とします。 

議長（西岡良祐君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。５番、瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） ５番、瀧口です。 

  今の反対討論に対して申し上げます。原案、予算案は２億１，５００万、そのうちの２款

の中で保険給付費、この総額が１億７，６００万計上されております。率にして８１％、こ

れは大変高い比率だと思います。だから、私は賛成のほうの討論とさせていただきます。 
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議長（西岡良祐君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２２号、平成２５年度笠置町介護保険特別会計

予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手多数です。したがって、議案第２２号、平成２５年度笠置町介護保

険特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第５、議案第２３号、平成２５年度笠置町後期高齢者医療特別会計

予算の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 議案第２３号、平成２５年度笠置町後期高齢者医療特別会計予算の提案

理由を御説明申し上げます。 

  この特別会計は、京都府後期高齢者医療広域連合が制度を運営いたしておりますので、町

といたしましての予算は、徴収した保険料及び療養給付費や低所得者の保険料軽減分に係り

ます負担金、共通事務費負担金の支出が骨格となっております。予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ６，１８６万２，０００円を計上し、対前年で９．６％増の計上額となっております。 

  主な提案内容は、歳入では、保険料で対前年１４０万２，０００円増額の２，１５２万

９，０００円、繰入金で３５０万４，０００円増額の３，９７２万円を計上いたしておりま

す。歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金で対前年４９０万６，０００円増額の

６，０８１万５，０００円を計上いたしております。よろしく御審議賜りますようお願い申

し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続いて議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） 議案第２３号、平成２５年度笠置町後期高齢者医療特別会計予算に

つきまして、予算書の６ページから御説明申し上げます。 

  まず、保険料でございますが、この保険料につきましては２年に１度の見直しがされてお

ります。医療の診療報酬の見直しともあわせてされているものでございまして、２４年度保

険料の改定が行われております、増額でございますが。それとあと、７５歳以上の人口につ

きましてはやはり微増しておりますので、そういうことが原因で、特別徴収、これは年金か

ら天引きされる分です。それから、普通徴収につきましては、口座振替、納付書で納めてい

ただいている分、合わせて対前年で１４０万２，０００円増の２，１５２万９，０００円と
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なっております。 

  それから、繰入金でございます。一般会計繰入金の中で事務費繰入金、これは連合の共通

事務費、提案説明にもありましたように京都府で事務局を構えておりますので、その共通分

に係る事務費の負担分を歳出するのに一般会計から繰り入れている分。それから、２節の保

険基盤安定繰入金は国保と同等の考え方です。これにつきましては、軽減分の実費弁償分と

いうふうなものでございます。保険者支援分につきましては、ここには入っておりません。 

  それから、療養給付費繰入金につきましては、対前年３６９万６，０００円増の

３，０５９万３，０００円の繰入金を見ております。これは、笠置町が給付費で払った

１２分の１を一般会計から繰り入れる法定繰入金になっております。 

  それから、繰越金につきましては２２万５，０００円、主に特徴の留保分でございます。 

  それから、７ページの一番下段、雑入のほうで３７万円を見させていただいておりますが、

これは、去年から後期高齢者の制度の中で人間ドックを新たに実施しましたことによります

皆増の費用でございます。 

  ８ページの歳出にまいります。 

  上段の総務費につきましては、事務費でございます。 

  それから、中段から下段にかけまして、まず後期高齢者医療広域連合納付金がございます

が、昨年度よりも４９０万６，０００円増の６，０８１万５，０００円、これが歳出の骨格

をなすわけですが、この中に、先ほど言いました連合の共通事務費、それから入ってきた保

険料を納める、保険料を軽減した分の負担を納める、かかった費用の１２分の１分を納める

というふうなことをそれぞれ合わせて６，０８１万５，０００円があります。 

  最後のページにつきましては、保険料還付金で過年度の保険料の還付をしている。主に特

徴の留保分をメーンにさせていただいている予算でございます。２３万５，０００円を見さ

せていただいている。 

  それから、中段に保健事業費ということで、健康増進推進事業費３６万９，０００円でご

ざいますが、これは先ほど言いました人間ドックに係る分で、２４年度の実績から９名分を

計上させていただいたところです。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 
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  まず、原案に反対者の発言を許します。向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  議案第２３号、平成２５年度笠置町後期高齢者医療特別会計予算の件について、反対の立

場から討論します。 

  後期高齢者医療制度は、７５歳以上という年齢を基準にして、他の保険者から切り離して

運営をされています。この制度のもとでは２年に１度保険料が見直され、基本的には保険料

が上がっていくという制度になっています。私は、こうした差別的な医療制度に反対の立場

です。そうした立場から今回の予算に反対の表明をしまして、討論を終わります。 

議長（西岡良祐君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２３号、平成２５年度笠置町後期高齢者医療特

別会計予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手多数です。したがって、議案第２３号、平成２５年度笠置町後期高

齢者医療特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） これで本日の会議を閉じます。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第３日目は３月２６日午前９時３０分から開会いたします。通知は省略します。 

  本日は御苦労さまでした。 

散  会   午後４時４０分 

 


